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（午前９時30分 開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員は18人で全員であります。 

                     

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、４番 梅本君、

15番 辻本君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 一般質問を

行います。 

 順番８、16番 土井君。 

〔16番（土井裕美子君）登壇〕 

○16番（土井裕美子君）皆さん、おはようご

ざいます。 

 ２日目のトップでございます。久しぶりの

トップなので、ちょっと緊張しております。

よろしくお願いします。 

 まず、はじめに、このたびの能登半島地震

で犠牲になられた方々のご冥福を謹んでお祈

りするとともに、被害に遭われた皆さまに心

からお見舞いを申し上げます。また、被災地

での救助活動や復旧活動に従事されている皆

さまに敬意を表するとともに、いまだ避難所

での生活を余儀なくされておられる方がふだ

んの生活に戻られますように、一日も早い復

興をお祈りいたしております。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、

一般質問に入らせていただきます。 

 今回の私の質問は２項目でございます。 

 まず、１項目めは、災害時における避難所

の質の向上とペットの同行避難についてです。 

 我が国は災害大国であると言われており、

地震だけでも、大きなものでは1995年の阪

神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016

年の熊本地震など多くの被害が出ており、そ

のたびに被災者が避難所生活を余儀なくされ

ており、その避難所の様子や問題点などがメ

ディアでも取り上げられてきております。 

 阪神・淡路大震災以来、避難所における様々

な問題点が浮き彫りになってきたにもかかわ

らず、いまだにそれが解決されないまま、ま

た今回の能登半島地震が起こってしまい、避

難所では以前と同じような問題で困っておら

れる方が数多くいらっしゃいます。 

 そこで今回は、近い将来起こり得るであろ

う大災害に備え、橋本市でも避難所における

生活の質の向上について改善できないかとい

うことで、何点か絞り質問させていただきま

す。 

 災害時に避難所は、住まいを失った被災者

のよりどころであります。支援拠点となる命

を守るとりでであります。しかし、これまで
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に起こってきた大規模災害のたびに、避難所

における生活の質の向上が問題となってきて

おります。災害で命が助かったのに、日常と

かけ離れた避難所生活や車中泊で体調が悪化

し、災害関連死がこれまでの大規模災害では

多く見られております。 

 過去の大災害時における避難所でのアンケ

ート調査では、避難所生活の初期で最も困っ

たこととして、上位の３項目、Ｔ、トイレ、

Ｋ、キッチン、食事、Ｂ、ベッドが挙げられ

ております。また、ペットとの同行避難がで

きる避難所がないために、避難所に行けず、

車中泊を余儀なくされ、エコノミークラス症

候群になる方もおられます。 

 そこで今回は、避難所の質の向上を求め、

トイレとベッド、いわゆる居住スペース、そ

してペットの同行避難の改善に絞り、質問を

させていただきます。 

 １、各避難所における災害用トイレの備蓄

と整備状況について。 

 ２、トイレの確保・管理計画について。 

 ３、事業所などとの仮設トイレの協定につ

いて。 

 ４、携帯トイレの市民への啓発活動につい

て。 

 ５、トイレトレーラーなどの導入について。 

 ６、段ボールベッドや簡易ベッドなどの備

蓄と整備状況について。 

 ７、ペットとの同行避難の現状と今後につ

いて、お教えいただきたいと思います。 

 次に、２項目めの質問は、特別支援教育の

充実についてです。文部科学省のデータによ

りますと、直近10年間の義務教育段階の児童

生徒数は１割減少している一方、特別支援教

育を受ける児童生徒数は倍増しており、特に

特別支援学級の在籍者数は2.1倍、通級による

指導の利用者数は2.3倍と増加しているとの

ことでございます。 

 また、令和４年12月に公表されました「通

常の学級に在籍する特別な教育支援を必要と

する児童生徒に関する調査結果」では、通常

の学級に在籍し、学習面または行動面で著し

い困難を示すとされた児童生徒数の割合は、

小・中学校において推定値で8.8％、高等学校

においては推定値2.2％となっており、全ての

通常の学級に特別な教育的支援を必要として

いる児童生徒が在籍している可能性があるこ

とが明らかになりました。これは本市におい

ても例外ではありません。 

 特別支援教育とは、障がいのある子どもた

ち一人ひとりに寄り添い、その子の能力や可

能性を最大限に伸ばし、学習や生活で抱える

困難さを少しでも改善するために、適切な指

導や支援を行う教育であります。その子ども

たちが将来自立し、社会参加をするために必

要な力を身につけるようにするためにも、特

別支援教育の充実が必要と考えまして、何点

か質問をさせていただきます。 

 １、特別支援学級の現状について（学級数

や人数など）。 

 ２、通級学級の現状について。 

 ３、特別支援教育支援員の配置状況と、そ

の人数は足りているでしょうか。 

 ４、教職員への研修について。 

 以上、壇上よりの私の１回目の質問を終わ

ります。明快なるご答弁をよろしくお願いい

たします。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君の質問項

目１、災害時における避難所の質の向上とペ

ットの同行避難に対する答弁を求めます。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（廣畑 浩君）登壇〕 

○危機管理監（廣畑 浩君）皆さま、おはよ

うございます。 

 災害時における避難所の質の向上とペット

の同行避難についてお答えします。 
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 まず、一点目の、各避難所における災害用

トイレの備蓄と整備状況についてですが、本

市の備蓄量は本年２月末時点において、仮設

トイレが930台で備蓄率が80.9％、手すりつき

ポータブルトイレが10台で40％、マンホール

トイレが29台で116％、オストメイト用トイレ

が２台で100％です。そのほか、トイレテント

が735張りで63.9％、トイレ処理セットが６万

8,000戸で29.1％となります。 

 二点目の、トイレの確保・管理計画につい

ては、トイレだけでの計画は策定していませ

んが、橋本市災害備蓄計画で他の資機材や食

糧と併せて備蓄計画を策定しています。 

 三点目の、事業所等との仮設トイレの協定

についても、トイレ単独の協定はありません

が、災害時における物資供給に関する協定の

締結企業や橋本市防災協力事業所としての登

録事業所からの提供品目の中に、簡易トイレ、

携帯トイレ、仮設トイレがあります。 

 次に、四点目の、携帯トイレの市民への啓

発活動についてですが、今回の能登半島地震

では断水の影響でトイレの問題が深刻化して

いることからも、携帯トイレは断水時でも建

物内のトイレを活用できることから、市の備

蓄だけでなく、個人でも食料や水と同じよう

に携帯トイレの備蓄を啓発する必要があると

考えています。 

 また、備蓄だけでなく、使い方についても

平常時から知っておく必要があるため、避難

所開設訓練では、訓練に参加している住民自

身が仮設トイレを組み立て、それに携帯トイ

レを取り付け、処理するまでの訓練を併せて

行っています。 

 今後も、このような訓練を実施しながら、

携帯用トイレの備蓄について積極的に啓発し

ていきます。 

 五点目の、トイレトレーラー等の導入につ

いては、平成30年９月議会でも同様のおただ

しを頂いていますが、現在においても導入は

考えていません。本市としましては、まず、

携帯用トイレ等のトイレ処理セットの備蓄を

早急に進めていきたいと考えています。 

 六点目の、段ボールベッドや簡易ベッド等

の備蓄と整備状況についてですが、段ボール

ベッドは1,249台で、個体も大きく、備蓄スペ

ースが限られていることから、備蓄倉庫に収

容できる範囲で備蓄しています。簡易ベッド

は備蓄計画に基づき購入を進めており、本年

２月末現在で23台、率にして41％の備蓄とな

ります。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）最後に、七点目の、

ペットとの同行避難の現状と今後についてお

答えします。 

 近年多発する自然災害によって、ペットの

避難に関する関心が高まっています。特に、

大規模な地震が発生した際には、人間だけで

はなく多くの動物も被災しており、たとえ命

が奪われなかったとしても、避難所や車中、

仮設住宅等での生活において、人間のみなら

ず動物たちの福祉が著しく低下することは避

けられない問題となっています。 

 環境省が平成30年３月に策定した「人とペ

ットの災害対策ガイドライン」において、「同

行避難とは避難行動を示す言葉であり、避難

所でペットを人と同室で飼養管理するもので

はありません」と明記されています。また、

このガイドラインでは、災害に備え、平時か

ら必要最低限のペットフードや迷子札、リー

ドなどのペット用品の準備や予防接種、ワク

チン、不妊手術、基本的なしつけなどについ

て飼い主に求めており、災害時には飼い主の

責任の下でペットとの同行避難が推奨されて

います。 

 本市におけるペットとの同行避難の現状に
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ついては、現在、指定する拠点避難所全てに

おいて同行避難の受入れを行っており、避難

所では動物の飼養場所と人間の居住場所を完

全に分離した上で、飼い主による動物の自主

管理をお願いしています。 

 今後も、災害時の動物救護について、ペッ

トとの同行避難を基本とした運用を進めてま

いりたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君、再質問

ありますか。 

 16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）まず、トイレの問題

からいきます。 

 能登半島地震が起こって、いろいろニュー

スでも皆さんご覧になっていただいていると

思いますけれども、本当に、壇上でも申し上

げましたが、避難生活による健康状態の悪化

というのはすごく問題でございます。 

 ちなみに、2011年の東日本大震災では何と

3,794人の災害関連死が認定されております。

また、2016年の熊本地震では、地震で直接亡

くなった死者数は50人なんですが、それを上

回る218人の方が何と災害関連死でお亡くな

りになったという結果が出ております。 

 その背景にはやはり避難所における肉体

的・精神的な疲労が最も多いというふうに言

われておりますので、何とか改善していきた

いなと思っています。 

 私の壇上の質問の中で、トイレ、キッチン、

ベッドの頭文字をわざわざ取ってＴＫＢとい

うふうに申し上げました。これは地震国であ

って災害の大国でもあるイタリアで、このト

イレ、キッチン、ベッドが48時間以内に被災

地に届けられるシステムというのが構築され

ております。 

 日本でもそのイタリアに学ぼうということ

で、避難所・避難生活学会などでは「ＴＫＢ

48」というのを合い言葉に、日本でも避難所

の改善を求めて運動していこうという動きが

広まってきているわけでございます。ネット

で調べていただいたら、すぐに出てきます。

日本の状況ともう全く違うので、私もびっく

りいたしました。 

 そこで、能登半島の地震の被災地に行った

方に直接お話を聞かせていただきましたが、

やはり、今回の地震では水道管とかそれから

下水道、上下水道が全く使えないということ

で、浄化槽も壊れているということで、もう

発災の３日目で何と避難所のトイレ、もうい

ろんなところのトイレが汚物であふれていた

ということだったようでございます。 

 そんなトイレで、やっぱりトイレに行きた

くないので、行かなくていいように皆さんは

食事や水を取らない人も出てきた。何と２日

間、私トイレに行ってないんですという方も

いらっしゃったというふうにお聞きしまして、

びっくりいたしました。 

 でも、排せつというのは待ったなしの生理

現象なので、いろいろ以前の結果を調べてみ

ますと、発災から何時間でトイレに行きたく

なったかという問いで、３時間以内で31％、

９時間以内では何と78％の人がトイレに行き

たくなったと。こんな冬場にこういう災害が

起こると、もっと早い時間帯でトイレへ行き

たいですよね。 

 トイレが不衛生になると感染症などの集団

感染のリスクが多くなってきますし、精神的

にも苦痛でございます。また、高齢者の方は

和式のトイレでは座ることがなかなかできま

せん。やっぱり洋式トイレでないと用を足す

ことができないというようなことなので、い

ろんな問題点が本当に、もう目に見えている

にもかかわらず、なかなか改善していってい

ない。 

 災害時の避難所のトイレというのは命と尊

厳に関わることですので、しっかりとここで
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もう一度、そういう今までの問題点を改善し

ていくべくこの質問をさせていただいたので、

何とか改善していっていただきたいと思いま

す。 

 再質問に入りますが、災害時のトイレの個

数の基準というのがありまして、ご存じかと

思いますが、災害発生当初は約50人に１基、

長期化する場合は20人に１基、そして、だい

たいトイレのお一人の平均使用回数が１日５

回という計算式でいろいろ備蓄をされている

と思うんですけれども、本市における災害備

蓄計画の中で、ずっと見せていただきますと、

令和８年にはトイレの処理セットというのを

除いて備蓄目標数が決められておりますが、

この備蓄目標数というのが、各避難所でそれ

ぞれの避難者の想定人数を算出されていると

思いますけれども、この人数による基準がこ

のトイレの数で足りているのかどうかという

のをまずお聞かせいただきたいんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）ただ今のご質問

にお答えしたいと思います。 

 おただしのとおり、各避難所では想定した

トイレの必要数というものを決めておるんで

すけれども、現時点でそれに足りるだけの数

量確保はできておりません。足らずに関しま

しては備蓄倉庫が別途ございまして、そちら

から必要となる不足分を搬入させていただく、

そういった想定でございます。 

 けれども、全体として、市全体としてのト

イレ処理セット等々についてもまだまだ足ら

ないというふうな状況でございますので、鋭

意これらについても、分散の備蓄も含めなが

ら、順次進めていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）なかなかすぐに、お

金もかかることですし、そろえるというのは

無理だと思うんですけれども、今回の地震で

も断水がずっと続いて、下水管が壊れている、

浄化槽が破損したということになると、いく

らトイレがあったとしても流すことができな

いわけですよね。 

 先ほどの答弁の中でも、そういう場合には

トイレ処理セットというのが最も有効である

というふうに言っていただきました。その表

を見てみますと、令和13年度に目標数として

23万3,800個のトイレ処理セットというのを

出していただいていますけれども、これは何

人分で、どのような算出方法で想定している

のか、お教えください。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）ただ今のご質問

にお答えいたします。 

 トイレ処理セットの必要計画数というのは、

内閣府防災担当が策定しました「避難所にお

けるトイレの確保管理ガイドライン」という

ものがございまして、これを参考につくらせ

ていただいています。 

 排せつの回数が１日当たり、先ほど土井議

員もおっしゃったように、平均５回というこ

とで、避難者の想定が最大２万2,211人となり

ますので、掛ける５回、３日分ということで

約33万4,000回分必要と、マックスでこうなる

ということです。 

 市ではそのうちの７割、３割を流通備蓄と

しまして７割を市で確保するというふうに考

えておりますので、33万4,000回分の70％で23

万3,800枚というふうな計算としております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 議長に言ってなかったんですけど、トイレ

簡易セットってこんなのがございまして、水



－75－ 

が流れないにしても、ビニール袋を１枚トイ

レにかけまして、その中にまた小さいビニー

ル袋を入れて、その中に尿とか便が固まるよ

うに粉とかを入れて、そこに用を足すと。 

 １回ずつ縛って捨てて、避難所の燃えるご

みとしてそこに出していくということで、詰

まることがないので、きれいに清潔に使える

ので、学校も全部、今どんどん洋式トイレに

していますし、避難所が体育館ですと体育館

のトイレ、それから学校のトイレが洋式化さ

れると、水が流せなくても、この簡易トイレ

袋さえあれば清潔にトイレを保っていくこと

ができますので、33万個の７割の23万3,000

個ですか、これをしっかりと、令和13年と言

わずに、そんなに高いものではないので、や

っぱりそこに予算をばんとつぎ込んで、一気

に購入していただきたいと思うんです。 

 令和13年まで何も災害が起こらへんかと言

うたら、起こる可能性が大いにあるわけです

から。使わなかったらそれはええんですけど

も、いつ起こるか分からへんのを、もっと、

分かっているのに早く備蓄数を増やしていた

だきたいと思います。想定内でございますの

で、その辺をしっかりとお願いしたいんです。 

 それから仮設トイレ。いつまでもこの簡易

トイレを使っているわけにいきません。業者

等と協定を結んでいただいて仮設トイレが届

くということがあると思うんですけれども、

仮設トイレはなかなか届かない場合もあるの

で、仮設トイレが届いた日数が３日以内が

34％、１か月以上で14％、最も日数を要した

ところでは65日かかったと東日本大震災のと

きには統計が出ております。 

 届いたとしても、その使い方が問題なので、

２月29日のある新聞に、市が維持しているト

イレの対策として、ＮＰＯ法人の日本トイレ

研究会の記事が載っていたんですけれども、

災害時のトイレの対策が一向に進まない要因

としては行政の責任者が不明であることが大

きいというふうに書かれていました。平時か

らトイレ対策の責任者というのを明確にして

いただきたいということです。 

 また、誰にトイレの困り事の声を届けたら

よいのかとか、それから、誰がトイレの関連

品を調達するのかを明確にすることというふ

うに書かれておりました。 

 トイレというと、下水道とか上下水道とい

うと上下水道部になりますし、それから、生

活環境の面では生活環境課というふうになり

ますし、災害というたら危機管理課というの

になりますし、いろんな部にまたがっている

のがトイレ問題だと思うんです。 

 それで、本市においてはその司令塔となる

のはどこの部署で一体どなたになるというの

がちょっとよく分かってないので教えていた

だきたいのと、それから、トイレの確保・管

理計画のガイドラインというのができていて、

各自治体に内閣府のほうから、ちゃんときっ

ちりとトイレの確保・管理計画を策定しなさ

いよという、努力義務ですが来ております。 

 その確保・管理計画というのが、計画がな

い自治体が何と今75％で、うちもその一つな

んですが、何とかやっぱりトイレということ

の重要性というのを勘案していただいて、こ

ういう計画を立てる必要性があるというふう

に思うんですけれども。 

 答弁の中では、現在は備蓄計画の中でこの

トイレの数というのを認識しておりますとい

うことでございましたが、やはり今後はこの

ガイドラインに沿ったトイレの確保・管理計

画というのが必要だと思いますし、その計画

を立てる必要性を十分感じていらっしゃるの

かということと、先ほど申し上げました、本

市のトイレの司令塔となるのはどこの部署で

どなたなのかということを教えていただきた

いと思います。 
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○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）二点おただしを

頂いたと思っております。 

 指令塔に関しましては、平常時と事が起こ

ったときの２段階で考える必要があるかと思

っております。平常時につきましては、トイ

レの備蓄、運用面について、危機管理監、危

機管理室が中心となって考える、司令塔にな

るということでございます。災害時に関しま

しては、それぞれ災害時応急対策の活動とい

うことになりますので、担当が福祉厚生部、

環境班ということになりますので、現場での

司令塔というのは健康福祉部長ということに

なります。 

 あとそれから、計画に関しましてですけれ

ども、現在、橋本市は法令に基づきまして地

域防災計画、こういうものを当然ながらつく

っております。ただ、この計画が合併時の平

成19年３月につくったもので、ちょっとかな

りなかなか、少しずつ手入れはしておるんで

すけど追いついていないという側面がござい

まして、新年度で予算案としてご提案申し上

げておるんですけれども、この改訂版をぜひ

ともつくっていきたいなというふうに考えて

おります。 

 残念ながら、現在このトイレに関する備蓄、

細かな規定というのはちょっともれておりま

す。そういった件も含めまして、必ずこうい

ったことを含めた内容に改めていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。それ私が要望しようと思ったことをちゃ

んと言っていただいたので、新年度予算に上

がっていますので、そこの中にはやっぱり生

活必需品であるという認識をしっかりと持っ

ていただいて、水、それから食料、ベッド、

それに必ずトイレもつくと。食べて飲んだら

排せつするというのはもう自然の道理でござ

いますので、出せないということが、生活環

境の悪化ということがやっぱり病気につなが

るということでございますので、その辺をし

っかり認識していただいて、今言われた計画

にはしっかりと盛り込んでいただくことをお

願いいたしたいと思います。 

 いろいろ言いましたけども、危機管理、本

当に本市の危機管理はよく頑張っていただい

ていると思います。いろいろ調べましたら令

和５年２月の拠点避難所運営マニュアル、カ

ラーで写真つきで、トイレのことも事細かく、

いろいろ貼り紙をして、こういう使用禁止の

ときにはこういうふうにしなさいという衛生

面の管理もきっちりと、計画は、マニュアル

は立てていただいております。 

 でも、これが各避難所で、一体誰がリーダ

ーシップを取ってやっていくのかということ

が問題なんだと思うんです。これは43指定避

難所がありますけれども、そこに、大きな災

害が起きますと市の職員とかが、その避難所

の担当やとしても、自分も被災者ですから行

けないという場合が多いでしょう。 

 そのときに避難所マニュアルというのがあ

るということも分かっているのかということ

と、避難所マニュアルはあるんですけども、

どういうふうに具体的にトイレの設置とか注

意事項を言ったらいいのかというのが分から

ないので、各現場に応じた、何というんです

か、対応をする計画というのが必要なんじゃ

ないかなと思うのと、各避難所でのリーダー

シップを誰が取るのかという、そういう、日

頃の災害訓練の中で、避難所の訓練の中で、

地域防災組織の皆さまと一緒に、そういう具

体的な訓練をしていただくということが必要

やと思いますし、その中には必ずトイレの使

い方というのについてのことも入れていただ

きたいと思っておりますが、その辺のところ
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については計画はございますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）ただ今のご質問

にお答えしたいと思います。 

 今おただしいただいたマニュアルもそうで

すけれども、それぞれ、実際、おっしゃるよ

うに、じゃ本当に動けるかというところで大

事なのが実際の訓練であると思います。 

 壇上でもお答えしましたとおり、これから

いろんな地域が一緒になって、単独で地域で

やっていたのを複合で、ある避難所には複数

の地域から寄って来るわけですから、当然、

顔見知りになっておく必要もございます。 

 そういったことで、今年度は東家体育館、

それから隅田中学校の２か所で合同の訓練、

市がそこへ乗っかっていくというようなイメ

ージでやらせていただいた次第です。 

 そういったところで、実際の避難になりま

すと、各運営班がつくるようになっておりま

す。それぞれ班でどういった形で動いていく

かということも避難所単位で決めていただく、

そんな考え方を持っております。 

 そういった現場での訓練、トイレの使い方

しかり、全て現場にのっとった形で、これか

らどんどんそういった形の訓練を進めていく

と、そんなふうに思っております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）どうぞよろしくお願

いします。東家のところでもやられましたし、

うちは地元が隅田なんですけれども、３区合

同で隅田中学校で訓練やりました。 

 ただし、初めての状況でしたので、基本的

な訓練だけで、その中にはトイレというのは

入っていなかったので、やはりそこの基本的

な訓練の中に必ずトイレの使い方という訓練

というのを入れていただきたいというふうに

思っております。簡易トイレどうやって使う

ねんというところから皆さんご存じないので、

それをまずやっていただくということ。 

 それとやはり、備蓄も啓発活動もしっかり

進めていきますというお答えでしたけれども、

やっぱりおうちでも、おうちのトイレが使え

ないときにはこういうものが必要なんですよ

というのをしっかりと啓発を重ねてしていっ

ていただきたいので、よろしくお願いします。 

 それから、次のトイレトレーラーの話です

が、平成30年９月議会で質問しました。現在

も導入は考えておりませんということでした

が、今は20台が全国の各自治体で購入された

ということで、今回の能登半島の地震でも活

躍されたようでございます。 

 約2,600万円ですけれども、その３分の１が

実質、市の負担ということで、約860万円。そ

れはクラウドファンディングなどでも集める

ことができますし、維持管理とか牽引の問題

とかいろいろありますけれども、そんなに高

くない値段で導入できるのではないかなと思

いますし、今、トイレトレーラーだけではな

くてトイレトラックというような、どんどん

新しい機材も出ておりますし、またひとつ検

討の材料の中に、予算があるときには入れよ

うかなという形で。 

 災害だけじゃなくてイベントでも使えます

し、そういう、どんどん進んでいっているよ

というので常に新しい情報を仕入れていただ

いて、またお金があれば購入していただきた

いと、これは要望でございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、段ボールベッドなんですが、これは

同僚議員も後ほど後の質問でやられると思い

ますけれども、やっぱり床で雑魚寝をすると

いうことほど衛生上よくないことが多いです。

高齢者の方ですともう立ち上がれないという

ことがございますので、やっぱり床よりも約

10㎝から20㎝高いところでないと、ほこりと

かウイルスが飛び交って感染症になるという



－78－ 

ことでございますので、段ボールベッドは本

当に必需でございます。 

 あと仕切り、パーティションも必需でござ

いますので、ぜひ確保していただきたい。大

きいものですから保管場所の問題がございま

すし、なかなか防災倉庫に入り切らないです

よね、数は。それはもう十分承知しておりま

すが、トイレと同じように民間企業と連携協

定を結んで、いざというときには持ってきて

くださいよというような、そういう連携協定

というのは今結んでいらっしゃるんでしょう

か。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）ただ今のご質問

にお答えします。 

 ご承知のとおり、段ボールベッドというの

はかなり大柄ですので、なかなか十分蓄えて

おくということができません。逆に、段ボー

ルベッドを作る業者は全国に3,000社以上ご

ざいます。大きいところでしたら１日5,000

台というか5,000床ぐらい作れる、中小でも１

日1,000床ぐらい作れるというふうなことを

聞いております。 

 本市の場合は協定業者が３社ございます。

１社は紀の川市、もう一社は海南市、もう一

つは八尾市というふうになっております。こ

のところからもし仕入れが難しい場合は、災

害広域ネットワークというのを結んでおりま

すので、そういったところと連携した形で頂

戴したいというふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。少し安心しました。 

 あれも１回組立てておかないと、もうみん

なばらばらで組み立てると余計にほこりが立

って、もう体育館の中がもう混沌とした状況

になるので、そういうふうな訓練も一度やっ

ていただいたらと。この前もやっていただき

ましたけども、よろしくお願いいたします。 

 次に、６番目の同行避難のことについてで

すが、ちょっとここで申し上げておきたいの

が、壇上でも部長おっしゃっていただきまし

たけれども、同行避難というのはペットと一

緒に安全な場所まで避難する行為ということ

でございます。 

 橋本市では全部の避難所に同行避難が可能

であるということを言っていただいたので少

し安心いたしましたが、ここで同伴避難とい

うのがあるんです。ペットとの同伴避難。同

伴避難というのは飼い主がペットと一緒に同

じ場所で避難生活ができる、送ることという

ので、同じ施設内で避難生活を送れるか、送

れるけれども、同室ではないけど室内でいて

るよという、そういうのんと２種類、同伴避

難の中でも２種類あるんですけれども、ぜひ

ともペット、今すごい家族のように思ってい

らっしゃる方も、私もその１人なんですが、

ありますので、何とか同伴避難をするところ

を１か所つくっていただきたいなと思ってい

ますが、今までの橋本市の災害の中で同行避

難をされたケースというのはありますか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）平成29年の災害の

ときに、初めて同行避難された方がいらっし

ゃいました。それから、令和５年６月の災害

におきましても、高野口中学校において同行

避難された方を１名確認しております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）令和５年11月９日に、

災害時におけるペットとの同行避難訓練とし

て図上訓練をされました。いろんな問題点が

ありましたというお話を聞かせていただいて

いますので、まずその点について、その問題

点をクリアしていただくということが大事だ

と思いますので、それはちょっと時間がない
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のでお願いだけしておきます。 

 愛知県の犬山市では2022年12月から、市内

33か所の指定避難所のうち３か所で、ペット

と飼い主が一緒に過ごせる同室避難を受け入

れることとしたというニュースがございまし

た。「ペットを家族の一員とする飼い主の意識

がある。市としてペットを連れた市民が避難

をためらうことがないように対策が必要だと

考えたからだ」と説明されていらっしゃいま

した。 

 同行避難はできることが分かりましたけれ

ども、ペットは家族と同じで、同室の避難を

希望される方もございますので、ぜひとも本

市におきましても、市内で１か所でもよいの

で、同伴避難ができる場所を求めております

が、その辺については今後検討の余地はござ

いますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）ただ今のご質問

にお答えしたいと思います。 

 ペットが同行避難、同伴避難までできると

いうことが大変望ましいという認識は持って

おります。直ちにはちょっと難しい、スペー

スの問題であるとか設備の問題、スタッフの

問題とかいろいろございますので直ちにはち

ょっと難しいですけれども、将来的には１か

所、少なくとも１か所ぐらい何とかしていけ

たらなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）大変前向きなお答え

をありがとうございます。そちらに向けて何

とか。 

 ボランティアもいらっしゃいますし、それ

から、室内でやる場合、ペットを扱う場合に

はケージとかも必要ですので、市内のボラン

ティア団体とかそういういろんな資格を持っ

た方等との協働というか連携もしていただい

て、いざというときにはケージを貸出しする

よとかいう、そういうネットワークもつくっ

ていただいたら簡単にできるかなと思います

ので、まずは１か所から始めていただくこと

をお願いいたしたいと思います。 

 今回この質問をするにあたりまして、いろ

いろ勉強しましたら、同じ災害国であるイタ

リアとの避難所に関わる装備の違い、環境の

違いに愕然といたしました。皆さんもぜひネ

ットで調べてみてください。 

 被災した地域の行政職員が今ずっと日本で

は関わっているわけですけれども、同じ被災

者のケアに、やっぱり被災者なんですよね、

その行政職員も、そのまちに住んでいる方は。

でも、イタリアでは近隣の自治体が助けに来

るシステムがもう構築されていて、全国各地

に大規模な拠点となる備蓄倉庫が置かれてい

て、常時１万人が長期の避難生活を送れる機

材が備蓄されているということでございます。 

 トイレはトイレだけでなくシャワーも完備

されておりまして、キッチンカーというのが

あって、専任のボランティアシェフが温かい

食事を常に出す。ベッドは空調つきのテント

が家族ごとに用意され、その中には下着や、

もちろん防寒具もそろっているということで

ございまして、被避難所を運営するのは約

4,000あるというボランティア団体が常時、平

常時からボランティアの方々で訓練をしてい

るということでございます。 

 イタリアでは市民保護局という国家機関が

あるからだそうなんですけれども、もう災害

の支援を市町村任せにするには限界があると

思いますので、ぜひとも国へ災害支援の専門

の省庁の設置というので、それと防災関連予

算の増額に声を上げていただきたいと思いま

すので、これは要望としておきますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 ちょっと時間がなくなってしまいましたが、
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特別支援教育の充実についてお願いいたしま

す。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、特

別支援教育の充実に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（今田 実君）登壇〕 

○教育長（今田 実君）おはようございます。 

 特別支援教育の充実についてお答えします。 

 まず、一点目の、特別支援学級の現状につ

いてですが、本年２月１日現在、公立小・中

学校の児童生徒3,957名中8.2％にあたる326

名が特別支援学級に在籍しています。平成31

年２月１日現在では4,269名中5.7％にあたる

243名が在籍していましたので、在籍者数は増

加しています。 

 また、学級数も50学級から64学級と増加し

ており、本市も全国と同様に児童生徒数は減

少していますが、特別支援学級に在籍する児

童生徒数は増加しています。 

 二点目の通級学級についてですが、本市の

通級指導教室は小学校３校、中学校１校に設

置しており、言語障がい通級教室が１教室、

ＬＤ（学習障がい）等通級教室が３教室とい

う内訳になっています。 

 三点目の、特別支援教育支援員の配置状況

についてですが、２月１日現在で41名の非常

勤講師や支援員を配置しています。そのうち

の27名は特別支援学級での支援に従事してお

り、それ以外は通常学級の指導補助、不登校

対応、外国籍児童等に対する日本語指導等に

従事しています。特別支援教育を含め、支援

が必要な児童生徒をサポートするために、必

要に応じて人材を配置できているものと考え

ています。 

 四点目の、教職員への研修についてですが、

児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた

適切な指導及び必要な支援を行えるよう、特

別支援学級担当や若手教員を中心に定期的な

研修を行っています。 

 本年度は本市独自で４回の研修を実施し、

県教育委員会が主催する特別支援学級担当者

を対象にした研修にも参加しており、市と県

が連携を図りつつ教員の資質向上に努めてい

ます。併せて、教員がより専門的な知識を身

につけられるよう、特別支援教育に関する教

員免許の取得を促し、認定講習の受講を推奨

しています。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君、再質問

ありますか。 

 16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）時間がないのですみ

ません、言いたいことを二点だけ質問します。 

 まず、橋本市においては先日、他市で特別

支援教育アドバイザーをしておられる講師を

お招きして研修をしたというふうにお聞きし

ております。その中で次々と先生方のほうか

ら質問があって、その講師、先生が本当に具

体的な事例でアドバイスを的確にしていただ

いたということでです。 

 発達障がいには本当に様々な障がいの特性

がありますので、一律に、本を読んだからそ

の子に適切な指導ができるかというのはそう

いうことはないわけで、その現場現場、その

子その子に応じたそれぞれの支援が必要なん

です。 

 まず、そこで一番、発達障がいの様々な障

がいの特性で一番必要なのはアセスメントと

言われているというふうに、いろんな本に書

いてございました。療育におけるアセスメン

トというのは、面談と行動観察によって情報

を集めて子どもたちの特性を把握し、一人ひ

とりに合った方法を見つけていくことを言う

ということでございます。 

 そのような中で、研修もしっかりとやって

いただきたいんですが、まず単刀直入に申し

ますと、本市に特別支援教育アドバイザーの
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設置をぜひともお願いしたい。支援員という

のは配置されているということで、今41名の

非常勤講師のうち27名が特別支援学級での支

援をしておるということでございますが、学

級数が64学級ある。人数にもよりますけれど

も、ぱっと聞いただけで人数は足らないんだ

なというふうな理解はします。 

 しかしながら、やっぱり量より質というこ

とでもございますので、ぜひとも特別支援教

育アドバイザーの設置をお願いしたい。特別

支援教育アドバイザーというのは巡回相談を

して、教職員へのアドバイス、保護者の面談、

子どもたちの面談、それから困難事例への要

因の分析とそれに基づいた具体的支援という

ことで、この支援アドバイザーを採用してい

る市町村は劇的に特別支援教育が改善という

か、特性を持った子どもたちを上手に、子ど

もたちの特性を生かす教育ができているとい

うふうに聞いておりますので、何とか、研修

も必要ですけれども、その研究会を立ち上げ

てほしいんですが、研修をして研究会を立ち

上げるにあたってはこの特別支援アドバイザ

ーの採用というのが最も重要だと思うんです

が、その辺のお考えはいかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）コロナ禍になって研

修の機会というのはかなり少なくなりました。

というか、もうほとんどなくなったと言って

いいほどです。それまでは教員が主体となっ

て、研究グループというのもありましたし、

今もあるんですけれども、その活動が活発に

される中で先生らの研修が進められておりま

した。 

 今回来ていただいた講師の先生についても、

何度もうちに来ていただきながら研修を進め

ていたところです。ですから、若い先生方が

たくさん今入ってくる中で、そういったこと

がかなり重要になってきておることは認識し

ております。 

 そこをしっかり取り組んでいくためには、

そういったアドバイザーというのは必要にな

ってくる。どういう形で関わってもらうかと

いうことについては今後研究していきたいと

思いますが、積極的にそういった先生方に関

わっていただけるようなことは取り入れてい

きたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ぜひよろしくお願い

します。 

 研修をされるにあたって、その先生の研修

が若手の職員中心と、それと特別支援学級の

担当者ということでございましたが、先ほど

壇上でも申し上げました統計から言いますと、

通常学級においても指導が困難と思われるよ

うな子どもたちがもう常にいるであろうとい

うことが予測されますので、通常学級をお持

ちの先生方にもぜひともこのような研修を受

けていただく機会が必要だと思いますので、

希望される先生方、場所の、会場のキャパも

ございますけれども、やっぱりこの子とどう

やって関わっていくか本当に困っているよと

いうような先生方の声をしっかりと解決して

あげられるような、適切なアドバイスを受け

られるような、そういう現場が必要やと思い

ますので、特別支援学級の先生方だけでなく、

通常の学級をお持ちの先生方にもしっかりと

研修を受けていただけるようなシステムをつ

くっていただきたいということをお願いした

いと思います。 

 それと、もう一緒に言います。橋本市教育

委員会のホームページを見ましたら、特別支

援教育の内容がほとんど書かれておりません

でした。広島県八日市市などでは、ほかにも

たくさんあったんですが、特別支援教育の理

解啓発リーフレットというのがしっかりと掲

載されておりました。 
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 やっぱり障がいのあるお子様を抱えて悩ん

でおられる保護者の方が、自分の子が新しい

学校にこれから行くにあたってどのようなこ

とが起こるんだろうという、そういう不安感

がいっぱいあると思います。 

 まず相談してくださいということなんです

が、やっぱり相談をする前に、橋本市のホー

ムページを見たらそういう特別支援教育の内

容がよく分かるような、保護者の皆さまが安

心して、ああ、ここの学校に通わせられるな

というふうに思われるような啓発リーフレッ

トが必要だと思うんですけれども、ぜひとも

その啓発リーフレットの作成とホームページ

の掲載をお願いしたいと思います。 

 それと、先ほど合体して言いましたが、通

常学級の先生方にも研修の機会を設けていた

だきたいという、その三点お願いできますか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）全ての先生に今言っ

ていただいた研修をしてもらうというのが私

の思いです。なぜかというと、通常の学級を

担任していても、その考え方というのは教育

の根底になければならないからです。 

 昨日も少し、14番議員の答弁の中で触れさ

せてもらった生徒指導提要というのがありま

す。これは生徒指導と書いていますけれども、

学級経営を中心とした、子どもたちにどう関

わっていくことが子どもたちの成長につなが

っていくかということが事細かに書いてあり

ます。その中で発達支援的生徒指導というの

が根底にあるんです。ここのところを補完す

るのが今言っていただいたところなので、そ

こはしっかり取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 次のホームページにつきましては、本当に

お知らせしていくということは必要ですので、

しっかり今後充実させていくように取り組ん

でいきたいと思っております。 

 それと、リーフレットの作成につきまして

は、既にあるリーフレット、県教委が作成し

た、いろんなところが作成したリーフレット

がありますので、そういったこともホームペ

ージ、ポータルサイトとして活用していただ

けるような方向でまずは取り組んでいきたい

と思っております。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）教育長の力強いお言

葉ありがとうございます。その意識を持って

しっかりと教育を進めていただくと、橋本市

の未来の教育は明るいなというふうに思いま

す。 

 本当に、初めてのお子様で支援が必要なこ

とになると、本当に心が痛むというか、もう

暗い気持ちになってしまいますので、１人で

もそういう保護者の気持ちを救っていただい

て、子どもたちが将来自立して、自分で生活

できるすべを身につけていっていただくとい

うことこそが特別支援教育やと思いますので、

その辺のところをお願いしたいです。 

 今、市長の旗振りで教育と福祉の連携とい

うことで、しっかりとサポートをしていただ

いておりますし、会議を何回も重ねて、ケー

ス会議でその子の特性を見極めていろんなと

ころにつないでいっていただいているという

ことは重々承知しておりますので、教育と福

祉の連携にもこれはつながると思いますので、

今後ともしっかりと力を入れて、そして、特

別支援教育アドバイザーを一日も早く設置し

ていただくことを要望いたしまして、私の質

問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時27分 休憩） 
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（午前10時40分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番９、17番 石橋君。 

〔17番（石橋英和君）登壇〕 

○17番（石橋英和君）皆さん、おはようござ

います。 

 昨日、私、家へ帰りましてテレビのニュー

スをつけましたら、日経平均株価が初めて４

万円の大台を超えたということで、どこのニ

ュース番組もそれを報じておりました。中国

の経済がちょっと敬遠されがちで、中東のオ

イルマネーが日本に入ったというような解説

もされておりました。 

 過去に日本にはバブル経済の時代というの

がございまして、私もその真っただ中を経験

した世代の人間でございますが、当時、自民

党海部内閣の時代に、バブル真っただ中で非

常に繁盛した時代でありましたが、当時の最

高値が３万8,910円、これが今まで過去の日本

の平均株価の最高をずっと維持してきたわけ

でありますが、その後バブルが崩壊して、最

低では7,000円台の値段をつける時代も経験

してまいりました。 

 そんな中、時間はかかったとはいえ、日本

の経済は回復しながら、４万円台の初の大台

を超えたというニュースで、昨日はどこのニ

ュース番組でもそれを報じておりました。 

 このバブルの時代というのは、アメリカの

繁栄の象徴でありました当時のロックフェラ

ー財団のエンパイアステートビルを日本の三

菱地所が買ったということで、世界中が大騒

ぎしたのを覚えております。アメリカ国民の

プライドであったエンパイアステートビルが

アジアの小国日本、敗戦国日本に買い取られ

るということで、アメリカ国民の逆鱗に触れ

た現象でありまして、日本製品の不買運動と

かがその頃を起こったのを記憶しております。 

 そして、当時のアメリカ大統領はアメリカ

製品ももっと買えということで、来日したと

きにはアメリカの玩具店舗、奈良県のおもち

ゃ屋、アメリカ資本のトイザらス、あそこへ

ヘリでアメリカ大統領が、警備で車の移動は

ちょっと難しいということでヘリで舞い降り

て、そこでトイザらスの商品を買ってくださ

いなんてＰＲをやっていたことも覚えており

ます。そんなことで、昨日はそんなニュース

で、初めての４万円でよかったなと、そうい

うふうに思っております。 

 それで、本題に入らせていただきます。 

 高齢者福祉の問題を取り上げさせていただ

きます。 

 コロナウイルス感染症が５類になって以降、

感染しても初期のような重篤な症状には陥ら

ないようでありますが、相変わらず感染はし

ぶとく続いております。そんな中、我が国の

コロナ対応は、感染に留意しながらも、コロ

ナ前の生活パターンを取り戻そうと動き始め

ております。コロナに奪われた３年間を取り

戻さなければなりません。 

 そこで、どこから手をつけるかであります

が、優先順位をつけるとしたら高齢者福祉か

ら始めるべきだと考えます。 

 当たり前の話ではありますが、50代、60代

の人より80代の人のほうが残りの人生は短く、

短いからこそ大切な時間であります。後期高

齢者にとってコロナに奪われた３年間はかけ

がえのない３年間であり、一日も早く健全な

日々を取り戻さなければなりません。 

 ５類へ引下げ以降、市内の高齢者の要望を

集めますと、相変わらず移動手段の確保が深

刻であります。運転免許の返納をせかされて

も、高齢者にはなかなかできない現実があり

ます。 



－84－ 

 この課題は各第２層協議体でも頻繁に議論

に上っておりまして、移動手段の必要性は十

分認識されており、一部の協議体では、橋本

市から車が貸与される制度を利用して、高齢

者の移動を助ける取組みも始めております。

私が参加しております協議体でも市の車を借

りる件を協議してはおりますが、実施するに

は様々なハードルがあり、進んでおりません。 

 最大の問題点はドライバーの確保でありま

す。協議体のメンバーのほとんどが高齢者で、

まれに若い人がいても、日常の勤務があるた

めドライバー役を務められませんし、交通事

故を懸念して家族の反対があったりで、ドラ

イバーの確保の問題は遅々として進みません。 

 それに何よりも、第２層協議体はその他の

多くの仕事を抱えております。また、名前こ

そ変われど、自主防災組織も顔ぶれ的には協

議体の皆さんと多く重なっているし、子ども

食堂も始まりますので、大忙しであります。

実感として、多くの第２層協議体が市の車を

利用するのはかなり難しいと考えます。達成

できたとしても、もっと先になるんだろうと

思います。 

 第２層協議体による高齢者への移動手段の

提供は、これから先、時間がかかってもぜひ

とも達成していただきたいのですが、まずは、

３年間も家に閉じ籠もってしまった高齢者の

残りの人生を急いで回復しなければなりませ

ん。要介護者になってしまう前に、以前のよ

うに自分で買物に行き、サークルの仲間と会

い、イベントに出かけ、ボランティアに参加

してもらわなければなりません。 

 この課題は急を要するものであります。や

はり行政が先頭に立って進めるべきだと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 さて、何年か前、まだコロナが始まってい

なかった頃、私は一般質問で、市内のマイク

ロバスを所有している法人や団体にお願いし

て、高齢者の移動にマイクロバスをドライバ

ー込みで提供してもらえないかと提案いたし

ました。コミュニティバスやデマンドタクシ

ーのように、生活交通ネットワーク協議会の

承認も必要ない、時間も場所も自由に選べる、

かゆいところに手が届く移動手段として、各

団体の福祉活動の一環として、マイクロバス

の提供を市から強力にお願いしてくださいと

申し上げました。 

 答弁としては、「既に名のりを上げてくれて

いる福祉法人もあり、今後、拡大に向けてよ

り一層努力していきます」との朗報でありま

した。これが高齢者の有効な足となってくれ

ると大いに期待したのもつかの間、忌まわし

いコロナ禍の嵐が吹き荒れ、国から半強制的

に自宅待機の通達が下りてきて、高齢者は魔

の３年間へと入っていきました。 

 このときの一般質問で、外出して買物や人

との交流を積極的にしている高齢者と家に閉

じ籠もっている高齢者の要介護度の進捗の差

を数字で表した専門機関の資料を示し、いか

に外界との接触が重要であるかを説明させて

いただきました。要介護者を増やしてしまっ

て後に市の介護経費の増額分を払わされるか、

今ここで要介護者の増加を抑えるかの選択で

あります。 

 高齢者の外界との接触となれば、まず必要

なのが移動手段の確保であります。各団体や

企業からのマイクロバスの提供が問題の全て

を解消するものではないにしても、間違いな

く有効な手段だと考えます。コロナと共存し

ながら以前の生活パターンを取り戻さなけれ

ばならない今日ですが、この件の取組み状況

をお尋ねいたします。 

 ますます進む超高齢化ですが、それにより

財政が圧迫される可能性を懸念いたします。

納税者の数より年金受給者、医療費請求者の

数が上回ってしまえば、国自体が持ちません。
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高齢者が元気でいてくれるための政策こそが、

将来の財政を安定させると考えます。 

 今回、高齢者福祉について移動手段を中心

に質問いたしましたが、その他めざしている

政策や新たな課題があればお聞かせください。 

 壇上の質問でございました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君の質問、

コロナ後の高齢者福祉の充実が急務に対する

答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）コロナ後の高

齢者福祉の充実が急務についてお答えします。 

 令和５年５月に新型コロナウイルス感染症

が感染症法上で２類相当から５類感染症にな

ったことで様々な行動規制がなくなり、徐々

に高齢者の様々な外出行動も再開されていま

す。 

 一方で、外出制限や人との交流の機会を制

限された約３年間に高齢者の健康に与えた影

響は非常に大きく、近くまで歩いていくこと

が難しくなったことや、高齢者の事故が多く

報道され家族から運転を控えるように言われ

るなど、様々な理由により移動手段の確保に

困っていることを多く耳にします。 

 移動手段の確保に向けて、公共交通である

コミュニティバスやデマンドタクシーは、昨

年の運行見直しや「わたしの時刻表」の作成

支援を通じて、順調に利用者も増加している

ところです。 

 また、高齢者福祉の観点では、住み慣れた

地域で安心して自分らしく暮らし続けること

ができるよう、地域包括ケアシステムの深

化・推進に引き続き取り組むこととしており、

バス停から家までの距離を歩くことができる

脚力を維持できるよう、介護予防活動に取り

組むとともに、第２層協議体の活動としての

移動支援や買物支援等を伴走してまいります。 

 また、コロナ禍で先送りされていた社会福

祉法人の所有車両の空き時間を活用した社会

貢献活動として、社会福祉法人、地域、橋本

市社会福祉協議会、市が連携して、地域の高

齢者をスーパーまで送迎する買物ツアーをマ

ッチングし、現在２法人が月１回のペースで

取り組んでいただいています。 

 今後、生産年齢人口が減少していく中、様々

な分野において担い手が少なくなっていくと

いう厳しい状況が想定されます。移動の手段

の確保をはじめとする高齢者福祉の充実につ

いて、第２層協議体等住民同士の助け合い活

動の支援を継続するとともに、行政各部門が

連携して取り組んでまいりたいと考えていま

す。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君、再質問

ありますか。 

 17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）ありがとうございます。

具体例がもうちょっと答弁で頂けたらと思っ

ていました。もうこういうことを始めていま

すよ、動き出していますよの、今そんな報告

をもう頂いてもいい時期なんじゃないかなと

思っております。 

 ５類になってから、もうかなり時間が経過

しております。先ほど申し上げたとおり、高

齢者というのはその貴重な時間を回復しよう

としている時期でありまして、それをやはり

助けていただきたいというのが今日の私のお

願いでございます。 

 何年前でしたか、マイクロバスを走らせて

買物だとか、高齢者が集まっていただけたら

送り迎えしましょうといって、本当にいい案

が進んでいるなと思って喜んでおったんです

が、もうちょっと、マイクロバス、具体的に

どんな状況かご説明をお願いできますか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（久保雅裕君）社会福祉法人

の車両を活用した買物ツアーにつきましては、

現在、先ほども答弁させていただきましたよ

うに２法人ということで、垂井区と社会法人

光誠会ひかり苑の車両を使ってスーパーのほ

うへ送迎する地域、それから、社会福祉法人

紀之川寮が小原田区の老人クラブと提携して

スーパーへ買物に行く買物ツアーが始まって

います。また、これにつきましては、社会福

祉協議会の「なごみ」という広報紙２月号に

も掲載されているところです。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）二つの団体がやってく

れる、大変ありがたいことでありますが、橋

本市のまだごく一部の地区の方しか利用でき

ないということなんです。それをもうちょっ

と積極的に、もうそれこそバスを所有してい

る法人へお邪魔して、これご協力願えません

かと、そこまで押し込んでいくようなことは

難しいですか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）橋本市内には

社会福祉施設連絡協議会ということで、社会

福祉法人等が加盟する協議の場といいますか、

そういう団体がございます。そういった場合

にいきいき健康課や担当の者が行かせていた

だいて、こういった車両のほうを活用させて

いただきたいということでお願いを申し上げ

ております。 

 ただ、コロナ禍の中で、各施設におきまし

ても院内での発生を抑制するために、車両を

活用した第三者の同乗というのをなかなか懸

念されている部分もございますので、その辺、

十分感染対策も徹底させていただいてという

ことでお話をさせていただいて、こういった

取組みにさらなる広がりをということで、会

議には参加させていただいて推進していると

ころでございます。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）いまだに続いているコ

ロナ感染を心配して、なかなか快諾をもらえ

ない法人がおられる、それとともに、もう毎

年インフルエンザが季節には発生するから、

確かにそういうご心配をされて当然だとは思

うんですが、だからしようがないと言ってし

まったらこの件は前へ進まないので、例えば、

使わせていただいた後、バス内の消毒を市の

ほうで提供するからとか、費用をこっちで持

つから、もう使った後は完璧に消毒してお返

しするからとか、粘り強くというか厚かまし

く、もう一押しできないでしょうか、感染に

関しては。 

 それと、感染の心配があるからという以外、

法人のほうから、この点があるのでちょっと

うちは難しいですとか、そういったことはほ

かにもあるんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）バス車内の消

毒につきましては、従来からデイサービス等

で使われておりますので、その辺は施設の中

の消毒対策でいけるのかなとは思うんですけ

れども、これ以外に法人が躊躇しているとい

う部分につきましては、法人内での社会貢献

の、いろんな取組みの中で協議されていると

は思うんですけど、まだ法人内の合意が得ら

れていないのかなというところだと思ってい

ます。 

 直接その辺の障壁というのは私はちょっと

お声を聞いたことがございませんので、また

引き続き、そういった障壁につきまして取り

払えるように協議していきたいとは思ってお

ります。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）今のところ向こうがお

っしゃっているのは、感染症の心配というの

は具体的にそのことをおっしゃっているとい
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うことで、そこのところ対策をしながら何と

かご協力をお願いしますというのを、もうち

ょっと強くこれからお願いしていただけるこ

とを要望しておきます。 

 それと、第２層協議体で、先ほども申しま

したが、移動手段を確保という件であります

が、本当に、私が参加している協議体でも議

論はしているんです。でも、なかなか難しい

んです、やっぱり。だから、できたとしても

そんな回数はなかなか無理だろうなと。結局

は、高齢者のふだんの生活が随分助かったね

というところまでたどり着くのには、これは

なかなか難しいんじゃないかと私は実感して

おります。 

 ドライバーの件でもそうです。事故したら

どうするのというのがもう必ず出てくるんで

すよね。若い方たちは当然、病院だとかへ通

いたいという高齢者の足になるには、病院だ

から平日、土日が駄目となると、若い方は土

日勤務ですから、そんなこんなでちょっと、

先々は非常に頼りにしているんですが、すぐ

というのはちょっと難しいなと思っている中

で、高齢者はもう本当に年を取っていくばっ

かりで、やっぱりあっちへ行きたいんだけど

行けないという声が一番多いです。 

 例えば、いろんな情報が入ってくるから、

アザレアでどんな催物があると聞いたんだけ

ど、私どうしても行きたいんだけど行けない

よと言われたこともついこの間ありまして、

困りましたねと相談には乗らせていただいて

いるんだけど、例えば、行きたいというグル

ープがどこかへ集まっているから、そこから

アザレアまでピンポイントで走ってもらえる

ようなことというのは難しいのかねと相談を

受けまして、何とか本当にしたいですねとい

う話をしております。 

 そういうときに複数人数、市から借りられ

る車は軽自動車ですから、運転手を合わせた

ら乗れるのはあと３人ですか。でも、例えば

アザレアへ10人でこのイベントに行くんだと

なったら、やっぱりマイクロバスとかその辺

がありがたいわけで、まして運転手込みで提

供いただけたら本当にかゆいところに手が届

く移動手段になってくれるので、その辺しな

きゃ、もう本当にいつまでも待っていられな

いなと、ご老人の方としゃべっていたら、そ

んな気がいたします。 

 第２層協議体もそれは大事だと確かに言っ

ていて、何とかしようよという中でどうした

らできるというのを今考えている途中ですの

で、ただ、第２層協議体もたくさん、あれも

やろうこれもやろうといっぱい抱えていて、

このことだけ議論して前へ進んでいくという

わけにもなかなかいかない実情があります。 

 だから、この件は時間が限られている特別

な事情として、市が先頭に立って各方面に働

きかけるなり市が独自の何か方策を立てるな

りで、何とか高齢者の足を提供していただき

たい、そのように考えます。 

 中心にマイクロバスを何とか増やしてくだ

さいよというお願いを今日しましたが、担当

としまして、ほかに高齢者の移動手段の確保、

こんなアイデアあるんだけどとか、ほかには

ないですか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）これまでも様々

な研修会等も通じて、先進地の事例もいろい

ろ聞かせていただいております。福祉部門と

して今できる範囲でというと、もうやっぱり

第２層協議体のボランティア活動の中の一つ

の移動支援とか、それから、社会福祉法人の

先ほど言ったような移動支援というところが、

これまでも、先進地がありましたので、それ

に倣ってうちのほうも進めてきているところ

です。 

 新たな移動支援ということで、これといっ
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て新たなところをまだ私どものほうでも勉強

し切れていないので、例えば、そういった団

体があれば、例えば運輸局のほうへ一緒に行

ってお話をさせていただいたりということで、

民間事業者があるがために、なかなかそうい

ったところを手広くしていくわけにもいきま

せんので、身近な範囲で取り組めるボランテ

ィア活動ということで今は推進しているとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君。 

○17番（石橋英和君）例えば、マイクロバス

を借りられますよとなったときに、これ無償

でボランティアとして協力していただけるも

のであれば、生活交通ネットワーク協議会の

承認は要らないんですよね。自由に走って、

場所も時間も。 

 だから、これが以前から、よくコミュニテ

ィバスがどうしてもうちょっと使いやすいコ

ミュニティバスにでけへんのとよく言われた

んですけども、それはできない事情がありま

してねと私もう何遍も説明したんですけども、

なかなか納得してもらえないというか、せっ

かくあんな良いバス、お金かけて走らせてい

るのに何でもうちょっとという話をよくされ

ます。 

 だから、この案だったら生活交通ネットワ

ーク協議会の承認が要らないで自由に走れた

ら、本当に便利なバスが走ってくれていると

いう評価は必ずもらえるんだろうと思うんで

すけども、何とかこれを前向きに、もうちょ

っと力、全力投球で前へ進めてください。お

願いします。 

 それと、第２層協議体も時間はかかるとは

いえ、いつか、この車を何とか走らせましょ

うよの件で、私、講習を受けたのを覚えてい

ます、何年か前に。そのときに講師に立った

先生がおっしゃってくれたのは、それはもう

言い出したら切りがないけども、もう目をつ

むって、えいやで始めたらいいんだよと、そ

うおっしゃって。始めたら、そんな事故なん

てまず起こらないしと。 

 それ、起こらないと断言はすべきじゃない

にせよ、起こらないけども、何だかんだ議論

したって、こんなんいつまでたったってでき

ないから、とにかくもう皆さん、こんな議論

の場があったら、えいやでやりましょうよと

いう、そういう発言をしてくださいとおっし

ゃっていたのを覚えています。 

 もう私もそれ地元で行ったこともあるんで

すけども。えいやでやろうと言ったって、じ

ゃやろうとなかなか賛同がついてきてくれな

い現実もあります。でも、これも大いに期待

するところでありますし、協議体に向けてこ

の件も、市のほうからいっぱい支援をして、

やっていってほしいと思います。 

 高齢者福祉行政というのは日本中どこの自

治体にしても、これは非常に重大な使命だと

思っておりまして、高齢者が幸せに暮らして

いない自治体なんていうのは本当に幸せな立

派な自治体ではないと思います。 

 お年寄りが健康に楽しく暮らしていてくれ

てこそ、その自治体が胸を張って、いろいろ

とうちはいいところなんですとか、移住して

橋本市で住んでください、もういろんなこと、

橋本市の農産物を買ってください、いろんな

こと、基本がお年寄りも幸せに暮らしていた

だけている橋本市なんですということから始

まったらいい方向に向かうんだろうとふだん

から考えておりますので、どうか高齢者福祉

の問題、今後ともよろしくお願いいたします。 

 これで終わります。 

○議長（森下伸吾君）17番 石橋君の一般質

問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前11時12分 休憩） 
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（午前11時13分 再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

 順番10、４番 梅本君。 

〔４番（梅本知江君）登壇〕 

○４番（梅本知江君）皆さん、こんにちは。 

 一般質問をさせていただく前に、少しお話

しさせてください。 

 先日、とてもうれしいことがありました。

皆さまもご存じかと思いますが、テレビで橋

本市が紹介されていたんです。それも、住み

たい田舎暮らし、和歌山県で第１位だったん

です。たまたま見ていたテレビだったんです

けども、もうとてもうれしくて、その住みや

すい田舎暮らし、なぜ第１位かという中に、

一つ目に温暖な気候に恵まれているというこ

とでした。もう一つは１年を通しておいしい

果物や野菜が楽しめる。本当に農家の方のお

かげだと思っております。 

 三つ目が、これが一番うれしかったんです。

子育て支援が充実しているということで、こ

の間、市役所の駐車場でですか、いろんなキ

ッチンカーが来て、たくさんご家族で行かれ

ているような映像が映っていました。 

 この三つ目なんですけど、本当に市長をは

じめ職員の皆さまが力をいつも注いでくれて

いることが評価されたんだなと、本当に感謝

しております。ありがとうございます。これ

を機に、宣伝していただいたわけなので、橋

本市にたくさんの方にまた移住をいただける

よう、これからも引き続きよろしくお願いい

たします。 

 早速ですが、一般質問に入らせていただき

ます。 

 庁舎西側駐車場の状況について。 

 現在、庁舎西側の駐車場が凸凹で、駐車さ

れる方や通行される方に危険性があると感じ

ています。先日も、母親に手をつないでもら

っている幼児がつまずいて転びかけていたり、

高齢者の方がシルバーカーを押して、がたが

たっと不安定で転倒しかけたりと、大きな事

故になりかねません。本市として、危機管理

についてどうお考えですか。 

 １、令和２年３月定例会の一般質問以後の

進捗状況はどうなっていますか。 

 ２、現在行っている対策をお教えください。 

 ３、今後の整地についての計画をお教えく

ださい。 

 答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の質問、

庁舎西側駐車場の状況に対する答弁を求めま

す。 

 総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）庁舎西側駐車場の

状況についてお答えします。 

 一点目の、令和２年３月定例会の一般質問

以後の進捗状況についてですが、この駐車場

の中央フェンスより東側は市所有地で、西側

は個人所有の駐車場を来庁者用として借り上

げているところです。 

 進捗状況については、小規模な修繕は必要

に応じて市が実施しており、大規模な改修に

ついては令和２年３月定例会の一般質問以降

は実施していません。 

 次に、二点目の、現在行っている対策につ

いてですが、先ほども答弁させていただいた

ように、小規模な修繕は適宜、手軽なアスフ

ァルト常温合材のレミファルトや砂により、

路面の舗装を実施しているところです。 

 三点目の、今後の整地についての計画です

が、小規模修繕については今までどおり、適

宜必要に応じて実施いたします。また、大規

模修繕については、市所有駐車場においては

修繕必要箇所及び範囲を見極め対応すること

とし、個人からの借り上げ駐車場においては
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賃貸借契約に基づき、駐車場所有者に対し舗

装の修繕を求めていきたいと考えています。 

 なお、今後も定期的な状況調査により修繕

の必要性を判断し、駐車場を利用される皆さ

まに安心してご利用いただけるよう心がけて

いきたいと思いますので、ご理解のほどお願

いいたします。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君、再質問

ありますか。 

 ４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ご答弁ありがとうござ

いました。 

 早速ですが、まずは今の駐車場の状況をち

ょっと皆さんに確認していただけたらと思い

ます。お願いします。 

 こちらのほうが、もう皆さんもよくご存じ

だと思うんですけれど、西側の駐車場となっ

ております。今ちょっと車が止まっているの

で路面の状態が分かりにくいんですが、次の

写真をお願いします。 

 ひどいところはこんな深い穴ぼこになって

いまして、本当に大人でもつまずくような、

特に私なんかはパンプスをいつも履いていた

りして、とても危険だなというふうに感じて

います。でも、これでも何度か埋めていただ

いてのこういう状況なんです。 

 これはフェンスの手前が市が所有している

ところということで、こんなふうに水がたま

っております。本当に、駐車される方とかが

降りてべったんこになったりとか、歩く方に

すごく迷惑かかったりというのがあるのでは

ないかなというふうに感じています。 

 こちらのほうが市所有じゃなくてお借りし

ている部分になるんですけど、何かもう池み

たいになっているんです。いや、本当にもう

雨が降ったときびっくりなんですけど、でも、

これも一生懸命、担当の方が修繕してくれて

いても、こういう状況です。 

 これが全体の図なんですけど、夕方、車が

全部なくなってから撮らせていただいたんで

すけど、改めて見るとこういう状況なんです。 

 そして、これ部分的に写させていただいた

んですけど、何度も何度も重ねて重ねて重ね

て修繕していただいてもこういう状況で、今

日も雨が降っていましたですよね。 

 それで、また全体を見たところ、もう結局、

先ほどの、私がこの一般質問をさせていただ

いてから担当の方が埋めてくださったんです。

危ないからと言ったら、一日も早くというこ

とで。ところが、またもうこういう状態なん

です、埋めてくれているにもかかわらず。な

ので、本当にもう限界が来ているのではない

かなというふうに感じております。 

 多分、皆さまも危険だなということを同じ

目線で感じていただいているかもしれません。

そしてまた、市役所として、もしですけど、

こういうところでけがをして頭を打ったとか

なったら本当に一大事で、ましてや市役所の

駐車場がこういう状態で、とても何というの

か、恥ずかしいというか、やっぱり市の中心

地である市役所の駐車場がこういう状況とい

うのも、すごく誇れないというか、そういう

ことも痛感しております。 

 まず、一つ目の再質問になるんですけれど

も、今回、皆さんも気づいていると思います

が、私も気づいて担当課にお話をさせてもら

うまで、ずっとこういう状況だったんです。

それに対して、危機管理であったり、いつま

たこれを舗装したりというお考えがあったの

か、まず一つお聞きしたいです。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）まず、議員のおた

だしいただいた内容につきまして、危険であ

るというようなご指摘を頂戴していました。

これにつきましては早急に対応すべきところ

ができていなかった部分もあるのかなという
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ふうに考えますので、その点については市民

の皆さんに対しては深くおわび申し上げる必

要があるというふうに認識しております。 

 その上でなんですけれども、先ほど画像で

も見せていただきました２か所、中央フェン

スよりも西側については駐車場を借りている、

東側については市所有というところなんです

が、市所有の部分については確かに水たまり

が数か所できる部分もありますが、今、早急

に危険だという認識はしておりませんでした。 

 対し、個人からお借りしている西側の部分

は、やはり穴ぼこが空いております。それに

ついてはもう適宜レミファルトで、先ほども

答弁いたしましたが、埋めるような対応をし

てまいっております。 

 併せまして所有者の方に対しても、大規模

な修繕に対する要望というのを令和３年４月

の契約更改時にはさせてもらっております。

それ以降は今できていないという状況もござ

いますので、併せて修繕の要望というのは行

ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。 

 あのままでずっといてはったのはなぜかと

いう質問をさせていただいているんですけど、

ご答弁をお願いできますか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）非常につらい答弁

になるんですけれども、自分自身も認識はあ

ったと思うんですけれども、しっかり早急な

対応ができていなかったというところです。 

 それにつきましては、やはりしっかりと調

査する、定期的な調査というんですか、こう

いうのを業務の中の一つのルーティンという

んですか、取り入れることによって、必ず毎

月調査する、状況を確認する、こういうこと

ができますので、対応策としましてはそのよ

うにしたいと思います。 

 どうしても砂とかレミファルトですと、数

か月たつと、もうまた穴ぼこが出てくるとい

うような状況の対応になってしまいますので、

そこは定期的な巡回を行っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。 

 多分もう皆さん日頃の業務でお忙しくて、

なかなかそこまでというのもあったかと思い

ます。今、部長言ってくださったとおり、定

期的に、例えば毎月１日にとか日を決めてい

ただいたり、あとチェックする担当の方とい

うんですか、責任者というのも決めてされた

ら、こういう事態が、もうこれ４年ぐらい続

いているんです、この状態が。こういうこと

にはならないのではないかなというふうに感

じています。 

 そして、ちょうどこれが、令和２年３月に

も議員の方がこの道路に関して一般質問され

ているんです。そのときに、「庁舎西側駐車場

はアスファルトがかなりの部分に水がたまり

やすくなっているが、いつ舗装するのか」。こ

れ４年前なんです。 

 その質問に関して、お答えが「劣化が激し

い西側は」と、既にもう４年前に劣化が激し

いと認めていらっしゃるんです。そして、「今

後、大規模な修繕が必要となった場合は、賃

貸借契約に基づき、駐車場所有者に対し舗装

の修繕を求めていきたいと考えています」と

いうお答えを頂いています。 

 今お話聞かせていただきましたら、このと

きから４年たっていますが、どういうふうに、

所有者の方もおられることなので、交渉され

てきたのか、何か経過を教えていただきたい

です。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 
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○総務部長（井上稔章君）先ほどもちらっと

触れたところなんですけれども、令和３年４

月１日の契約の更新となっておりますので、

その前に大規模修繕に対する要望というのを

所有者の方に対してはさせてもらっておりま

す。要望はさせてもらっているんですけれど

も、その後、今、対応には至ってないという

ところです。 

 以降何回か要望活動をしたのかという点に

つきましては、以降の要望はできていないと

いうのが現状ですので、改めて要望について

はしっかりしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。 

 なかなか言いにくい部分であったりとかが

あるので、なかなか要望も言いにくい部分も

あると思うんですけれども、契約書も見せて

いただきましたが、やっぱり、普通でもそう

ですけど、所有している方がやっぱりそうい

うところがあれば直すということに契約書も

なっていましたので、ぜひ早急に、いろんな

ご事情があると思いますけれども、お話を持

っていっていただけたらうれしいなというこ

とと、それで、そうしますと言うていただけ

たらとても助かることなんですけど、もし、

交渉が成立しない場合というのも考えておか

ないといけないと思うんですが、その場合は

どうお考えですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）安全性を当然確保

するという意味では小修繕は継続していきた

い。大規模修繕に関する交渉が成立しない場

合はということでおっしゃったと思うんです

が、小修繕で対応できないと判断された場合

は、いろんなやり方があると思うんです。例

えば、賃借料をお支払いしているので、その

部分に対して市が施工するですとか、いろん

なやり方があると思いますので、そこら辺、

我々のほうでも考えまして交渉は継続したい、

そういうご答弁にさせていただきます。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。 

 うまく交渉がいきますように祈るばかりな

んですけど、これ私の考え方ですけども、も

しもですけど、予算の関係とかいろんな問題

があって、かといって埋めたところで今のよ

うな状況で危険を伴っている、今日も見てい

ただいたら分かりますけど、もしそうなった

場合そこが使えないとなるならば、じゃ、ま

た別なところを探しておかないと、もしもの

場合ですけれども、例えばですけど、今、職

員が止めてはる駐車場を市民の方にとか、私

ちょっと詳しいことは分からないですけど、

例えばそういうこともいろいろ考えた上で、

うまく交渉いったら言うことないんですけれ

ども、またそういうときのことも考えていた

だけたらうれしいかと思います。 

 そして、やっぱり本当に、担当部署だけで

は仕事もたくさんあって大変だと思うんです、

今日もいろいろ皆さんから危機管理のことも

お話が出てきましたけれども、ぜひ、ただ担

当部署の方だけではなくて、職員の方々全員

でやっぱり市民の立場を意識して、特に危機

管理について皆さんでいつもアンテナを張っ

て、いろいろ気をつけておいていただけたら

うれしいかなというふうにすごく感じます。 

 そして、本当にできるだけ早く、いろんな

予算の問題とかもあると思うんですけど、交

渉に行っていただいて、皆さんが安心して使

える駐車場にしてあげたらうれしいと思いま

す。 

 質問はこれで終わりなんですが、最後にな

んですが、これをきっかけに、昨日今日です

ごく感じたことなんですけど、市の職員の

方々は毎回のこの一般質問をご覧になってい
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るんですか。いや、質問ではなく、問いかけ

ているだけなんですけど、とても何か不思議

に思った、皆さん見てはるのかなと思ったん

です。 

 私は毎回、先輩議員の皆さまからたくさん

学ばせていただいています。去年までは一主

婦でというか市民でいてて、この一般質問と

いうのはユーチューブとかいろいろ流されて

いると思うんですけど、市政運営全体にわた

って、市長の政治姿勢を明らかにしたり、今

何が問題で、何が必要で、今後どのようにす

ればよいかなど、ここにいる皆さんだけでは

なく、職員の皆さま、そして市民の皆さまと

共有化して一つになり、この大好きな橋本を

何か誇れる市に皆さんでしていきたいなとい

うことを昨日今日のお時間でいろいろ感じさ

せていただきましたので、ぜひ職員の方々に

も、この一般質問というのも皆さんにちゃん

と見ておいていただきたいなということを感

じました。 

 これで終わります。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、13時まで休憩いたします。 

（午前11時33分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番11、５番 阪本君。 

〔５番（阪本久代君）登壇〕 

○５番（阪本久代君）皆さん、こんにちは。

お昼の一番です。 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 今回は３項目です。 

 まず、１項目め。新型コロナワクチン接種

に補助を。 

 新型コロナワクチンの全額公費による接種

は３月31日で終了します。令和６年度以降は

65歳以上の方及び60から64歳で基礎疾患があ

る重症化リスクの高い方を対象に、秋冬に自

治体による定期接種が行われます。 

 厚生労働省は自己負担額を最大で7,000円

程度にする方針を決めました。任意接種とな

る人の自己負担額は7,000円を超える見通し

だということです。7,000円はあまりにも高く、

接種を諦める方が出てくるのではないでしょ

うか。負担軽減についてどのようにお考えで

すか。 

 二つ目は、プレミアム付デジタル商品券に

ついてです。 

 市内経済の活性化を図るために、橋本市内

でのみ使える橋本市デジタル地域通貨による

30％のプレミアム付デジタル商品券が発行さ

れましたが、スマートフォンを持っている人

しか使えず、不公平だと大変不評です。１月

30日13時時点で販売率は約80.2％でした。市

内経済活性化に関して、どのように評価され

ていますか。 

 ３項目めは、小中学校の給食費の無償化を

です。 

 和歌山県は令和６年10月から半年間、学校

給食の無償化を実施する市町村立小・中学校

の費用の一部、最大２分の１を負担する予算

案を発表しました。12月議会で学校給食の無

償化の継続実施を求める請願が全会一致で採

択されました。橋本市でも10月から学校給食

費無償を実施すべきではありませんか。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の質問項

目１、新型コロナワクチン接種に補助をに対

する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 
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○健康福祉部長（久保雅裕君）新型コロナワ

クチン接種に補助をについてお答えします。 

 新型コロナワクチン接種については、令和

６年４月１日以降、Ｂ類疾病に位置づけられ

た新型コロナウイルス感染症に対する定期接

種となる予定です。これにより、令和３年２

月から全額公費により実施してきた新型コロ

ナワクチンの特例臨時接種は令和６年３月31

日で終了します。 

 令和６年度から始まる新型コロナワクチン

定期接種の対象者は、65歳以上の方及び60歳

から64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に

障がいがあり身の回りの生活が極度に制限さ

れる方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能に障がいがあり日常生活がほとんど不可

能な方となります。また、接種時期は秋冬の

時期に一人１回となります。 

 Ｂ類疾病に対する定期接種としては、現在、

本市では高齢者のインフルエンザ予防接種な

どを実施しています。Ｂ類疾病に対する定期

接種は主に個人の発病または重症化の予防に

重点を置いて実施されるもので、集団予防に

も重点を置いたＡ類疾病に対する定期接種と

は実施目的が異なるため、Ｂ類疾病の定期接

種には努力義務がありません。 

 接種費用については受益者負担として被接

種者に費用を負担していただいていますが、

市も接種費用の一部を負担し、接種費用の軽

減を実施しているところです。 

 新型コロナワクチンの定期接種の接種費用

については、現在、厚生労働省から7,000円程

度にするという方針は示されているものの、

詳細な金額は示されていません。今後、国か

ら金額が示された段階で、その金額を基に実

施医療機関等と協議を行い、接種費用となる

接種委託料等を決定していく予定です。 

 この経過を経て、被接種者に負担していた

だく費用と市が負担する費用については、本

市の財政負担や近隣自治体の状況等を踏まえ

検討を行い、決定する予定です。 

 なお、定期接種の対象者以外の方へ実施さ

れる任意接種に関しては、定期接種から外れ

たことで公的関与の必要性が低いと国が判断

したものと考えますので、任意接種に係る費

用については市が公費で負担する予定はあり

ません。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）新型コロナウイルス感

染症は、もう皆さんご存じのように、昨年５

月に感染症法の位置づけは５類に移行しまし

た。感染したときに服用する抗ウイルス薬も

ありますが、３割負担で約9,000円かかります。

あんまり高いので断る場合もあるようです。 

 しかも、４月からは公費支援がなくなって、

３割負担で１万5,600円になるそうです。また、

感染後、後遺症に苦しむ場合もあります。で

きるだけ感染しないようにすることが大事で

はないかと思います。 

 個人の発病または重症化の予防に重点を置

いているということですが、努力義務はない

とはいえ、感染しないようにするためにはワ

クチンは有効ではないでしょうか。その辺の

ご見解をお願いします。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）新型コロナワ

クチンの接種についてですけれども、令和６

年度に使用する予定のＸＢＢ1.5対応ワクチ

ンにつきましては、オミクロンＸＢＢ系統に

対して、これまでのオミクロン対応２価ワク

チンよりも高い中和抗体価を誘導することが

報告されています。 

 重症化予防効果等の向上が期待されるもの

として厚生労働省の見解が示されていること

から、議員おただしの点につきましては、市
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のほうでも有効性があるものと認識している

ところです。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）有効性はあるというふ

うに認識しているということなんですけれど

も、そうしましたらやっぱり、あまりに高い

と、打ちたいけども打てないという場合も出

てくると思うんです。 

 接種を希望する方、どのぐらい市のほうが

出して自己負担がどのぐらいというのはこれ

から検討されるということなんですけれども、

接種を希望する方が接種しやすい金額になる

ようにしていただきたいと思うんですが、そ

の辺はどうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）議員おただし

の点につきましては、我々どもも十分認識し

ています。国のほうからも国庫の財政負担と

いうことで、交付税措置にはなるんですけれ

ども、一定額が国のほうで示されているとこ

ろです。 

 そういったところも踏まえまして、接種率

等も勘案しまして、交付税等、さらに市の持

ち出し部分というところも考慮しまして、負

担割合を決めていきたいと思います。現時点

でいくらにさせていただくというところはお

示しできませんけれども、６月議会等に向け

て、その辺のほう、調査研究のほうをしてい

きたいと思っております。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ぜひとも本当に接種し

やすい金額になるようにお願いします。 

 １番を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、プ

レミアム付デジタル商品券に対する答弁を求

めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）プレミアム付

デジタル商品券についてお答えします。 

 プレミアム付デジタル商品券2023について

は、物価高騰の影響により市内においても消

費が伸び悩んでいる中で、国の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、購入いただいた地域通貨にプレミア分

30％を上乗せ付与することで消費を喚起して、

市内事業者の支援につながるとともに、併せ

てデジタル化の促進を図ったものです。 

 議員おただしの市内経済活性化については、

プレミアム付デジタル商品券2023の利用額は

２億716万9,667円となっており、加盟店の売

上げにつながっています。 

 ２月15日に利用が終了したところで、326

に及ぶ加盟店舗へのアンケート調査を含め詳

細な分析はこれからとなりますが、地元店舗

への経済効果としては、橋本商工会議所、高

野口町商工会など関係商工団体からの継続し

た事業実施の要望があること、また、地元店

舗限定分の発行割合が全体の約23％に対し、

実際の地元店舗での利用は共通分での利用も

含め全体の約45.2％となっていることなど、

経済効果としてはかなり高いと分析している

ところです。併せて、それぞれ状況は異なり

ますが、各店舗においては新規顧客の獲得、

購入単価や購入回数の向上にもつながってい

るものと考えています。 

 また、本市地域通貨の登録者の約２割が市

外住民であることから、市外からの通貨流入

による市内消費の拡大といった点でも効果が

あり、観光業等への波及効果と併せて市内経

済の活性化につながったと認識しています。 

 なお、利用者や加盟店舗から好評の声が届

く一方で、議員ご指摘のように、スマートフ

ォンを持ちでない市民の方などから様々なご

意見を頂いています。今後、地域通貨をより

普及させる観点からも、スマートフォンをお
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持ちでない市民を対象にカードによる地域通

貨利用について導入を考えているところです

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）そもそもなぜこの質問

をしたかといいますと、今までも何度も同じ

ような取組みはあったんですけれども、商品

券を地元分と共通分に分けたとしても、地元

店舗よりも大型店舗で使うほうが多いのでは

ないかなというふうに思っていました。それ

は私自身が紀見地区の北部に住んでいて、そ

もそも地元分を使うお店が近くにあまりない

ということがあると思うんです。 

 しかし、今のご答弁で、地元店舗限定分の

発行割合が全体の約23％に対して実際の地元

店舗での利用が全体の45.2％ということは、

一定の評価ができるというふうに私も思いま

す。 

 ただ、これだけじゃなくて、やっぱりこの

取組みによって、何というかな、地元分と分

けていることがきっかけで、今まで買ったこ

とのない店舗で買物をし、また、繰り返しそ

こで買ってもらうということがあってこそ、

この地元店舗への経済効果があると言えるの

ではないかなというふうに思っています。 

 詳細な分析はこれからということですが、

どういうふうな分析をされるのか、まず伺い

ます。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）議員のご質問

にお答えします。 

 利用実績、それから購入者の市内外の割合、

地元店舗利用率などは先ほど壇上でお答えさ

せていただいたんですが、引き続きデータ整

理を行いたいなというふうに思っています。 

 加えてですが、市民の皆さんから多くの意

見を頂いています。また、加盟店舗へのアン

ケート調査も実施させていただいて、デジタ

ル商品券、来年度も予定をしておりますが、

そういったところへの制度設計を具体的に考

えたいなというふうに思っています。 

 ただ、私が感じるところですと、紙ベース

の場合は、窓口に店舗の方が来られて、そこ

で職員がいろいろ聞き取りや様子を聞かせて

いただくことができたんですが、デジタルと

いう側面、そういったことが少し、直接声を

聞くということができなくなっているという

ところも一つ課題としてあるので、できるだ

け商店からより多くの声を頂く仕組みを考え

て取り組みたいというふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）これから分析されると

いうことなので、ちょっと答えられないこと

もあるかもしれませんけれども、何点か質問

したいと思います。 

 利用額が２億716万9,670円ということは、

予算が２億6,000万円でしたので、だいたい８

割以下になります。それはどこに原因がある

と分析されていますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）できるだけ

100％に近づくための取組みとして、例えば、

後半に期間の延長とかそういったことも検討

すればよかったかなとも考えた時期があった

んですが、後半にもしかしたら集中して購入

していただけるのではないかというような、

そういった思いもあって、そこは決断ができ

ませんでした。 

 ただ、公民館、それからＬＩＮＥのプッシ

ュ通知、市の施設であるとか、あらゆるとこ

ろにチラシを貼り出して、多くの方の目につ

いて、なおかつ加盟店舗にも改めて個別通知

を出して、最後の期間まで取り組んでいただ
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きたい、周知を図りたいというようなことを

しての結果であったのではないかなというふ

うに分析しています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）一つには、やっぱりス

マートフォン限定やったということは絶対に

あると思うんです。 

 それはそれとして、今回の登録店は326店だ

ったということです。これは共通券も含めた

店舗数ですけれども、紙の商品券のときに、

私自身も買ったところ、ずっと見たらそこの

お店は入っていなかったりとかということが

ありましたので、紙の商品券のときの登録店

舗は何店舗だったんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）577店舗でござ

いました。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）そうしましたら、やっ

ぱりお店のほうにとってもデジタルというの

がまだまだ、何というか、ハードルが高かっ

たということが言えるというふうに思います。 

 また、326のうち、どのぐらいが地元店舗だ

ったんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）地元店舗の割

合は約60％ぐらいです。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）そうしましたら、地元

店舗のうち、実際にはいろいろなものを取り

扱っているお店があるので、実際には全然お

客さんが来なかったよとか数件しか来なかっ

たよとかというところもあると思うんですけ

れども、そういう、例えばゼロから10件まで

というか、少ないところというのはどういう

ものを扱っている店舗だったんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）議員おただし

のところ、そこは細かいところで、まだこれ

から分析をしっかりしたいなというふうに思

っています。ただ、326店舗のうち実際に利用

された店舗というのは304店舗で、残念ながら

利用されなかった店舗も22店あるということ

は分かっています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）あと、地元経済の活性

化を図るためには、やっぱり登録店舗を増や

すということがすごく大事だと思うんですけ

れども、また令和６年度もプレミア率を変え

てされる、予算には入っていたんですけど、

登録店舗を増やすために何か取組みとかは予

定されていますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）令和５年度と

いうのがデジタル通貨初年度であって、利用

される市民の方、市外の方、それから市内事

業所においてもやはり少しハードルが高いと

いうような事業所があったというのは確かだ

と思っています。高野口町商工会や橋本商工

会議所等を通じて、より店舗に利用の状況と

か説明をさせていただいて、新たな店舗拡大

の確保に努めたいと思っています。 

 また、市内では今後、ボランティアポイン

ト等を付与しながら市民の方に使っていただ

くという制度設計も行っていく中で、事業者

の方にもそういった、市民の方がより利用し

やすいという、そういった意識を持っていた

だけるように啓発に努めたいと思っています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）市内にはいろんな店舗

があると思うんです。その中で、やっぱり橋

本商工会議所とか高野口町商工会とかだけじ

ゃなくて、そのほかにもいっぱいいろんな団

体なりいろんなところがあると思いますので、

そういうところにも働きかけるということは

大事ではないかと思うんですけど、その辺は
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いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）私ども店舗を

訪れたときに、ＰａｙＰａｙその他いわゆる

デジタルでの支払いができていない店舗とか

を見受けたときに、何でやってないんですか

というふうに質問を何度かさせてもらったこ

とがあるんですが、やっぱり目先の現金が小

規模でやればやるほど必要なんやと。だから、

手数料等が軽減されたとしても、やっぱしお

金が欲しいんやという事業所の方もおられま

した。 

 利用される市民、それから市外から来られ

る方にとっては全ての店舗でそういった支払

いができるというのが理想だと思うんですけ

ど、なかなかそういったことで導入できない

という事業所もあるということも行政として

しっかり把握した上での制度設計を進めてい

きたいと、そんなふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）市民にとっては、やっ

ぱスマートフォンがないと使えないというの

はもう本当に不公平です。今後はカードによ

る地域通貨利用について導入も考えていると

いうことなんですけれども、そのことで店舗

側に負担になって、また登録店舗が減っては

何にもなりません。どのような対策をお考え

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）確かにカード

型を新たに導入するとなると、事業所ではＱ

Ｒコード等を別に読み込むというシステムを、

システムというんですか機器を設置する必要

が出てくると思います。 

 具体的にどんなふうになるかというのはこ

れからなんですが、無償でできるのか、それ

ともいくらぐらいになるのかも含めて、きっ

ちりと分かった段階で事業所には説明をして

いきたいというふうに思っています。 

 先ほどの答弁で一部修正させていただきま

す。地元の店舗の割合を私６割と言わせてい

ただいたんですが、地元店舗は８割でした。

修正させていただいて、おわびさせていただ

きます。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）別の機器が必要になる

かもしれないけれども、それも含めてこれか

らの検討ということなんですけれども、もし

別のものが必要になった場合に、それを導入

するのにまた補助を出すなりということなん

かもぜひとも検討してもらいたいなと思うん

ですけど、その辺はいかがですか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）先ほどの答弁

でも言わせていただきましたが、無償である

か、それからいくらぐらいかかるのかという

のがきっちりと分かった段階で、新たに事業

所に説明会をする前に市としての方針をちゃ

んと説明できるように準備をして行いたいな

というふうに思っています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）最初にも言いましたけ

ども、やっぱりどれだけ、初めて来てもらっ

てリピートしてもらっているかということが

すごく大事だと思うので、ぜひともアンケー

ト調査なんかのときにはそのことも聞いても

らいたいし、また、分析された結果を発表し

てもらいたいなというふうに思います。その

ことを要望して、２番を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、小

中学校の給食費の無償化をに対する答弁を求

めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（堀畑明秀君）登壇〕 

○教育部長（堀畑明秀君）小中学校の給食費

の無償化をについてお答えします。 
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 昨日、14番議員にもお答えしましたが、県

の令和６年度当初予算案の学校給食費の無償

化に係る予算が承認され、実施に向けて要綱

等が制定された場合、本市においても県の実

施に合わせ、給食費の無償化に取り組んでい

きたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）県の実施に合わせて給

食費の無償化に取り組んでいきたいというこ

とです。 

 ここで橋本の学校給食と健康を考える会が

実施したアンケートの結果を紹介いたします。

こういう１枚ものなんですけれども、こども

園の前でこの用紙を配布したりして協力をお

願いして集めました。全体では674人から回答

がありましたが、そのうち419人がウェブでの

回答でした。 

 全体では50代以上が21.4％を占めていたん

ですけれども、ウェブでは20代9.5％、30代

54.9％、40代24.6％、50代以上が9.8％、その

他1.2％という結果で、ウェブのほうは比較的

若い世代が答えてくれたことになります。 

 学校給食費について家計の負担を問うたと

ころ、重いと答えた方が72.6％、普通が24.8％、

重くないが2.6％でした。学校給食費を無償化

することについて、賛成が90.9％、反対が

2.1％、どちらでもないが6.9％でした。やっ

ぱり若い世代にとっては学校給食費は家計に

とって負担になっているし無償化してほしい

という、そういう思いであるということがこ

の結果からも分かります。 

 県に合わせるだけではなくて、市としても

積極的に無償化に向けて検討するということ

を要望して、私の質問は終わります。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、13時45分まで休憩いたします。 

（午後１時29分 休憩） 

                     

（午後１時45分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番12、６番 髙本君。 

〔６番（髙本勝次君）登壇〕 

○６番（髙本勝次君）改めまして、皆さん、

こんにちは。 

 はじめに、能登半島地震に被災された皆さ

まに心よりお見舞いを申し上げたいと思いま

す。 

 通告に従いまして、一般質問を行わせてい

ただきます。 

 今回は二点ございます。 

 まず、一点目なんですが、地震等における

大規模災害対策についてでございます。 

 能登半島地震の被災地で避難生活の長期化

が懸念される中、住民の心身の健康を守るに

は切れ目のないケアの確保が欠かせない。東

日本大震災では交流や活動量が減った高齢者

の生活力が落ちやすいということが明らかに

なりました。認知症が進行するおそれもある

とのことです。 

 過去の災害で培った知恵やノウハウを生か

し、被災者が日常生活を取り戻すまで息の長

い支援を続けなければならないとの報道があ

りました。地震等における大規模災害対策に

ついてお尋ねします。 

 まず、一つ目ですが、災害発生時において

地域の避難所としても利用される公立小・中

学校体育館へのエアコン設置と断熱工事を計

画的に進めていただきたいという質問です。 

 二つ目に、橋本市災害時要援護者（要配慮

者）避難支援プランには次のように書かれて

おりまして、要援護者（要配慮者）、高齢者、
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身体障がい者、知的障がい者、乳幼児等の避

難支援方法の普及啓発及び避難支援訓練の実

施がありますが、特に避難支援訓練の実施に

ついて取組み状況をお尋ねしたいと思います。 

 三つ目に、避難支援プランの民生委員・児

童委員の役割についてお尋ねします。市から

の依頼による避難行動要支援者（避難時の支

援者が身近にいない方等）の把握のための調

査への協力、また、個別計画の作成への協力、

避難行動要支援者への避難支援と安否確認な

どがありますが、それぞれの取組みの状況を

お尋ねしたいと思います。 

 四つ目に、避難支援プランの福祉避難所の

指定についてお尋ねします。福祉避難所の指

定と協定の締結を行っている社会福祉施設は

それぞれ幾つありますか。 

 五つ目に、社会福祉施設に対し福祉避難所

に指定した場合の防災機能強化に係る費用に

ついては、緊急防災・減災事業債が活用でき

るようになっていますが、現状はどうなって

いますでしょうか。 

 六つ目に、避難所での認知症の人とその家

族への支援についてお尋ねします。 

 東日本大震災で、認知症介護研究・研修仙

台センターの報告として、避難所を支援した

621事例から作成された資料があります。それ

によりますと、認知症の人は多くが高齢者で、

身体も弱くなるため、避難所で頑張り続ける

にも限界があります。 

 調査結果の報告によると、避難日から生活

に重大な影響を及ぼす出来事が起こっている

とのことです。それは１日から３日までが限

界というのが調査した結果の７割を占めてお

ります。 

 災害時、認知症の人とその家族が安全で安

心できる避難場所を事前に確保しておくこと

がどうしても必要になってきます。広域的に

避難場所を確保するか、宿泊施設も含めて検

討が要ります。見解をお尋ねします。 

 七つ目に、震災時、特に中山間地で一時避

難所への決められた避難路の確保が困難にな

った場合を想定して、その対応を検討してお

く必要がありますが、見解をお尋ねします。 

 八つ目に、大規模災害時、仮設住宅が必要

になる場合、どこに設置を予定していて、収

容人数はどれだけ想定していますか。 

 九つ目に、橋本市災害備蓄計画書、同僚議

員から先ほども質問ありましたが、お尋ねし

ます。障がい者、高齢者、乳幼児等の避難所

生活への配慮をどうされますかということで、

避難所の備品として段ボールベッドやパーテ

ィションの備蓄はどうなっていますか。備蓄

計画の進捗について、目標を今年度中として

いる粉ミルクの備蓄はできていますか。2024

年度までにとしている女性用生理用品、オス

トメイト用トイレの備蓄は完了できています

か。 

 大きな項目二つ目ですが、本市の地域防災

リーダーの育成についてお尋ねします。 

 防災の中心的な担い手となる地域防災リー

ダーの育成について、現状の取組みをお尋ね

します。 

 一つ目に、現在、本市には地域防災リーダ

ーは何人おられますか。 

 二つ目に、和歌山県が実施している地域防

災リーダー育成講座はいつ実施されています

か。 

 三つ目に、災害時、地域防災リーダーはど

のような役割を果たすのか、お尋ねしたいと

思います。 

 壇上からは以上の質問を申し上げました。

どうぞご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君の質問項

目１、地震等における大規模災害対策に対す

る答弁を求めます。 

 危機管理監。 
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〔危機管理監（廣畑 浩君）登壇〕 

○危機管理監（廣畑 浩君）地震等における

大規模災害対策についてお答えします。 

 まず、一点目の、災害発生時に地域の避難

所として利用される公立小・中学校体育館へ

のエアコン設置と断熱工事についてですが、

避難所としての機能強化を図るには、教育環

境の改善と併せて、体育館への空調設備の必

要性は認識しています。しかしながら、その

計画化を図るには、当該建物に断熱性がある

ことを要件とする国庫補助事業を活用した予

算の確保は欠かせません。 

 空調設備については、まず普通教室と特別

支援教室を優先し、現在取り組んでいる特別

教室への空調整備の進捗に伴い、体育館への

空調設備等設置計画の検討を進めたいと考え

ています。 

 次に、二点目の、避難支援訓練の実施につ

いての取組み状況についてですが、今年２月

３日に東家体育館にて避難所開設訓練を実施

した際に、個別避難計画を作成した１名の方

を対象に安否確認訓練を実施しました。実際

に地域の関係者と一緒に訪問し顔合わせを行

う訓練を行ったことで、地域の一定の理解が

深まったと考えています。 

 現在、ハザードエリアにお住まいのハイリ

スクの人から順に実効性のある個別避難計画

を策定し、避難に時間がかかる人や１人で避

難することが難しい人を守ることができるよ

う取り組んでいますが、それぞれの障がいや

介護の程度も様々であることや地域の人との

連携を含んだ計画とする必要があることから、

計画策定に時間を要します。有事の際には自

助とともに共助である地域での助け合いが重

要となることから、個別避難計画が有効に機

能するよう、引き続き取り組んでいきます。 

 次に、三点目の、民生委員・児童委員の役

割についての取組み状況ですが、市からの依

頼による避難行動要支援者（避難時の支援者

が身近にいない方等）の把握のための調査へ

の協力と個別計画の作成への協力については、

民生委員・児童委員は地域における日々の見

守り活動の中で、配慮が必要な方の把握に努

めていただいており、要配慮者としての登録

や個別避難計画の作成が必要であると判断し

た方に対しては、制度の周知や当該計画をは

じめ必要書類の作成に協力いただき、申請者

に代わり本市に関係書類を提出いただくケー

スも数多くあります。 

 また、避難行動要支援者への避難支援と安

否確認については、災害時においてはまず民

生委員・児童委員自身やその家族の命と安全

を確保した上で、見守り対象者に対する声か

け等の避難支援や避難先での安否確認、また、

それらの状況を行政等関係機関につないでい

ただくことを、橋本市民生委員児童委員協議

会を通して、当協議会事務局である福祉課よ

り各民生委員・児童委員に周知しています。 

 次に、四点目の、福祉避難所の指定につい

ては、現在、本市では公示により福祉避難所

として指定した社会福祉施設はありませんが、

協定等により福祉避難所として確保している

社会福祉施設等は13施設あります。内訳は、

社会福祉施設が12施設、小学校が１施設とな

っています。 

 次に、五点目の、福祉避難所に指定した場

合の緊急防災・減災事業債の活用については、

議員おただしのとおり、福祉避難所の指定を

受けた社会福祉施設に対する防災機能強化に

係る費用について緊急防災・減災事業債を活

用することができますが、さきの答弁のとお

り、本市においては現在、福祉避難所として

指定する社会福祉施設はありませんので、当

該費用に係る活用実績はありません。 

 次に、六点目の、避難所での認知症の人と

その家族への支援についてですが、大規模災
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害時には認知症の人に限らず、まず一次避難

所に避難し、その上で一次避難所での避難生

活が困難な人が二次避難所へ移ることが原則

となります。 

 一般的に認知症の人は急激な環境の変化に

すぐに適用することが難しいと言われている

ことから、特に様々な症状がある重度の認知

症の人の受入れについて配慮が必要になりま

す。必要な人ができるだけ速やかに二次避難

所に移ることができるよう、二次避難所とし

て想定される施設について一定数を確保でき

るよう、関係機関とあらかじめ協議し検討し

ておく必要が行政の役割としてあります。 

 また、大規模災害時には想定している施設

も被災する可能性もあり、行政が十分な数量

を確保することが難しいケースや遠方への避

難となる可能性もあるため、自助の観点から、

長引く避難生活を想定して事前にご家族で相

談していただき、親戚のところへ身を寄せる

など、二次避難先の確保に努めていただける

よう啓発していきたいと思います。 

 次に、七点目の、中山間地で一次避難所へ

の避難路の確保が困難になった場合の対応に

ついてですが、地震など災害時には避難路確

保のため道路状況の情報収集に努めますが、

避難路の確保が困難な地域が確認された場合

には、必要に応じて自衛隊や消防機関などに

支援を求め、避難路確保に努めます。 

 また、市民の皆さまに対しては、災害によ

る避難路の寸断など孤立した場合を想定して、

必要な食料品や日用品など最低１週間分の家

庭備蓄をしていただくよう、様々な機会を通

じ啓発していきます。 

 次に、八点目の、大規模災害時、仮設住宅

が必要になる場合、どこに設置を予定してい

て、収容人数はどれだけ想定していますかに

ついてですが、応急仮設住宅を建設するには

1,000㎡程度以上のまとまった面積が必要で、

かつ水道や電力等のインフラが確保できる場

所などが条件となり、比較的規模の大きな公

園などが候補地として挙げられます。 

 現在、市内にはこのような候補地が８か所

あり、約350戸の住宅が建設可能で、収容人数

は770名程度と想定しています。 

 最後に九点目の、橋本市災害備蓄計画の備

蓄状況等についてですが、まず、障がい者、

高齢者や乳幼児等の避難所生活への配慮につ

いては橋本市防災備蓄計画に明記しており、

また、手すりつきポータブルトイレや粉ミル

ク、紙おむつなどの備蓄を継続して進めてい

くこととしています。 

 次に、段ボールベッドの備蓄については、

16番議員の質問でお答えしたとおりで、パー

ティションについては２万1,808セットを備

蓄しています。また、粉ミルク、女性用生理

用品、オストメイト用トイレの備蓄状況は今

年度末で100％となります。 

 引き続き、地震等における大規模災害対策

に取り組んでいきます。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そうしたら、はじめに

お聞きします。 

 まず、一点目になんですが、これ特に体育

館のことですので、教育部長にお尋ねしたい

と思います。 

 現在取り組んでいる特別教室への空調機設

備は、小学校においては今年中に半分以上設

置できると聞いております。災害発生時、小・

中学校の体育館はかなり多くの避難者が来ら

れる避難所となります。年々、異常気象によ

って真夏の温度は厳しさを増しております。

エアコン設備がなかったら大変であります。

どのように対応されるのでしょうか。 

 文部科学省は国庫補助事業として、学校施
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設環境改善交付金について、通常の３分の１

のところを２分の１補助するとしています。

期間は2025年度までとしております。また、

断熱率などの基準は特に設けていないとのこ

とです。さらに、国土強靱化債は100％充当で

す。交付税算入率は50％使えます。結局、こ

れによって地方負担分は25％ということにな

っております。 

 対象工事費は下限額400万円から上限額

7,000万円までとなっています。体育館に空調

機を設置している紀の川市に空調機設置費用

を尋ねたところ、一つの体育館で約5,000万円

から5,800万円ということをお聞きしました。

約5,800万円で空調機を体育館に設置した場

合、25％の負担だから自治体負担は1,450万円

であります。国が補助するのは2025年までと

なっておりますので、もうこうした機会にぜ

ひとも空調機の設置をお願いしたいと思いま

す。 

 能登半島地震を見ましても、本当に今、体

育館へのエアコン設置を考えなくてはならな

い時期ではないかと思っております。ご見解

をお尋ねしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員おただしのと

おり、国土強靱化のための５か年加速化対策

として、補助率のかさ上げは認識しています。

能登半島地震においても、体育館ではこの時

期寒過ぎて寝泊まりできないというふうな状

況報告を受けており、避難所への空調設備の

必要性は感じています。 

 その中で、令和７年度までに計画実施とい

うのは正直難しいところですけれども、市内

小・中学校の各教室には一部の特別教室を除

き空調設備を整備しています。今年６月のと

きにも、体育館ではなく校舎の教室の空調の

ある部屋へ避難してくださいというふうなこ

とも、学校のほうにお願いして対応してもら

っているところです。 

 本市としましては、災害発生時には体育館

だけでなく教室の活用等も踏まえ、避難所運

営を考えていきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）全国的にもなかなか、

費用がかかることなので空調機を設置してい

るところは少ないんですけども、国のほうは

こういった形で今、積極的にやっていただき

たいということで、こういう補助率をものす

ごくかけて進めておるところであります。 

 そんなことで、今回この機会を逃したら本

当になかなか、次もし設置するとしたらかな

りの費用が、想像がつくと思うんですけども、

かかります。だから、そんなことでぜひとも

これ検討していただいて、今回設置、計画を

持たなければできない、いっぺんにはできな

いんですけども、紀の川市も中学校だけです。

小学校は設置しておりません。近々新しい小

学校を建てるところに同時に設置するらしい

んです。 

 聞きましたら、紀の川市は断熱工事はやっ

ていないらしいです。その代わり、クーラー

だけ設置したんですけど、そこに、風を飛ば

す何かそういうのを吹き出し口につけて、で

きるだけ断熱がない分だけ飛ばすという工夫

をして、断熱されていないから十分冷えるわ

けじゃないんですけど、そういう意味では何

とかして設置しようという努力がされている

のが見受けられるんです。 

 だから、いろいろ費用も大変ですけども、

この機会にぜひともお考えいただいて、計画

的に順番につけていただけるように進めてい

ただけるように、すごく切にお願いしたいな

と思っていますので、よろしくお願いします。 

 二つ目にお聞きします。二点目にお聞きし

たいことなんですが、要配慮者の避難実施訓

練についてであります。 
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 ご答弁がありましたように、今年２月に実

施されたようで、要配慮者の避難支援訓練に

ついては、実施する地元の地域の関係者と協

議を重ねて訓練計画をつくり、それを実施す

るのに大変な準備を要することを聞いており

まして、ご苦労だったと思うんですけども、

危機管理室をはじめ関係機関の役割をよく理

解いたしました。 

 他の地域でも同じようにこういう計画をつ

くっていただいて、準備が大変ですが、計画

的に進めていただけるように特にお願いした

いと思いますが、少しご見解を頂けるようで

したらお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）おただしの件

についてお答えします。 

 配慮者の名簿につきましては日頃から整備

を行っていて、避難訓練のときにそれに合わ

せて地域の皆さんと共にするということで認

識しておりますので、次回の避難訓練等にお

きましても、その地域におられるそういった

方について、避難訓練を地元の方と一緒にや

っていきたいというふうに考えていますので、

よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そうしたら、三点目を

お聞きします。 

 要配慮者の避難支援についてなんですが、

手話通訳者、要約筆記者、外国語通訳者、こ

こまで言うんですけども、また、特に精神障

がい者、知的障がい者などの医療的なケアの

要る方も多くおられると思うんです。そうい

ったことで、専門技術型ボランティアの配置

が必要になってくると思います。 

 そのために、平常時から専門技術型ボラン

ティアとして協力していただける、そういっ

た方々の名簿を作成するとかネットワークの

構築も重要でありますが、橋本市避難支援プ

ラン全体計画にもそのことを書かれておるん

ですが、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 まず、国のほうでは災害時の福祉支援ネッ

トワーク中央センターというのを2022年に設

置しまして、そういった災害時の要配慮者の

支援を行う福祉の派遣チームというのがあり

ます。名前をＤＷＡＴというんですけれども、

これＤＭＡＴという医療関係者で編成される

福祉版というものです。また、精神障がいの

方についてはＤＰＡＴというのがありまして、

そこから被災地のほうに支援が来るというこ

とになっています。 

 こういった国等でのバックアップ体制もあ

るんですけれども、議員おただしの、こうい

った方を待つまでどうするんなというお話も

多分あるかと思いますので、本市としまして

は、名簿の作成というご提案ですけれども、

日頃から日々の業務で、例えば手話通訳者と

か要約筆記者とか介護事業者とかという名簿

をもう既にうちのほうで持っております。 

 災害時にこれらの名簿の活用というのも考

えていますので、あとは県とか社会福祉協議

会などの関係機関と連携協力を仰ぎながら、

要配慮者の支援、また、避難所への支援とい

うことで対応していきたいというふうに考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）よろしくお願いいたし

ます。 

 そうしたら、お聞きします。政府の内閣府

の福祉避難所の確保・運営ガイドラインとい

うのがありますが、そこには、当該市町村の

区域内だけで福祉避難所などの要配慮者の避

難できる避難所を確保することが困難な場合

には、必要に応じて都道府県が調整し、他の
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市町村と協定を締結するなど、連携して福祉

避難所を広域的に確保するとしています。 

 また、公的宿泊施設、旅館、ホテル等と協

定を締結し、借り上げるなどの事前対応が必

要と書かれております。 

 本市でも、先ほどとも重なりますが、どう

いうふうに対応されていこうとしているのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）今回の能登半

島地震のように広域的になってしまいますと、

一つの市町村、近接している市町村だけでは

なかなかもう対応ができなくなってしまいま

すので、こういった場合につきましてはもう

県の協力、また国の協力を仰ぎながら広域避

難ということになってくるかと思います。 

 日頃から福祉避難所については我々どもも

協力を仰げるように、締結等については市内

の事業者とは行っておりますけれども、市の

の枠を超えた避難になりますと広域的な支援

が必要になってきますので、県等の協力とい

うふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そうしたら、お聞きし

ます。五つ目、お聞きしたいんですが、認知

症介護研究・研修センターというのがありま

して、東日本大震災のときにあったんですが、

そこの調査によりますと、認知症の人が避難

所で生活の限界となる出来事について報告し

ております。 

 どういうことかといいますと、いらいらし

て落ち着かない、また、周囲の不理解や周囲

からの苦情、もうこの二つの出来事はお互い

に関係が深く、不穏になっており、もう落ち

着きがなくなり、それに対して周囲の人が不

快になる、こんなことが認知症の人が不穏に

なったりするということで、そういう悪循環

の繰り返しでなったそうです。 

 また、もう一つ特徴的なのは、排せつ困難、

おむつ交換のスペース、また、排せつのにお

いの問題などが出たりしたそうです。音や視

覚はパーティション等で防ぐことができます

が、排せつのにおいについてはなかなか防ぐ

ことが難しいという問題が出されたそうです。 

 避難できる行き先があるのかどうかという

ことで、事情を聴いてあげる必要があるので

はないかと特に思いますが、重度の認知症の

人、その家族が安心・安全な避難ができる行

き先がどうしても必要になってきます。 

 答弁でありました、親族のところへ身を寄

せるなど二次避難先の確保に努めていただけ

るよう啓発してほしいということ、それは当

然ですが、「二次避難所として想定される施設

について一定数の確保ができるよう、関係機

関とあらかじめ協議し、検討しておく必要が

行政の役割としてあります」ということでご

ざいますが、避難所の一定数確保を検討して

いただきたいと思いますが、どことなかなか

言いにくいところがあると思いますが、かな

り、そういう認識でおられるのか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 確かに、災害の規模にもよりますけれども、

平時におきましては各福祉避難所というとこ

ろで一定数の受入れをお願いしているところ

です。ただ、そこの施設におきましても従事

者が被災に遭われたり等で、うちのお願い枠

を全て使えるわけではございませんので、あ

らゆる方法を使いながら受入先を検討してい

きたいと思います。 

 また、そういった代わりの手段として、例

えばホテル等について避難することも一つの

手だと思いますので、その人の置かれた症状

とか度合いにもよると思うんですけれども、
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重度の方からそういった二次の避難所のほう

へ移設ができればいいとは思うんですけれど

も、たちまちすぐにというのはなかなか体制

が整わないので、数日間の一次避難所でのご

辛抱をお願いせざるを得ない部分も出てくる

のかなとは思うんですけども、いち早く二次

避難所へというふうには考えております。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そうしたら、六つ目の

質問ですが、大規模災害時の仮設住宅につい

てですが、その候補地として８か所、先ほど

答弁にありました、350戸の住宅建設が可能で

収容人数が770名ということで想定している

ところなんですが、万が一、大規模災害が出

た場合に、それ以上の必要性が出た場合にど

のように対応されていくのか、もう一回お聞

きしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）想定している建設

戸数が足らなくなった場合というところにな

ってくると思うんですが、応急仮設住宅の建

設以外に住宅として用意していくのは、民間

賃貸住宅を借り上げて供与するという形の賃

貸型応急住宅であったり、市営住宅の提供で

あったり、また、他府県の公営住宅の協力を

依頼したりして、被災された方へ住宅の提供

を行っていくという形を想定しております。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）ぜひその対応でお願い

したいと思います。かなり、やっぱり人口の

人数からいうたらあまりにも少ないのはもう

これ見ても当然分かると思いますので、十分

な対応はなかなかいざとなったら難しいかも

分かりませんけど、今おっしゃっていただい

た、そういう対応でしていただけるようにお

願いしたいと思います。 

 これで一点目は終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、本

市の地域防災リーダーの育成に対する答弁を

求めます。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（廣畑 浩君）登壇〕 

○危機管理監（廣畑 浩君）本市の地域防災

リーダーの育成についてお答えします。 

 まず、おただしの、地域防災リーダーの育

成は、和歌山県が主催するきのくに防災人づ

くり塾の人材育成事業として行われており、

県に確認した内容をお答えします。 

 一点目の、地域防災リーダーの人数ですが、

本市の受講者数は平成17年度から令和５年度

の19年間で145人と聞いています。 

 二点目の、育成講座の開催については、年

間２期の開催で、令和５年度は和歌山市会場

が８月から、那智勝浦町会場が10月から実施

したとのことです。 

 三点目の、災害時の地域防災リーダーの役

割は、地域の自主防災組織や企業などで防災

活動の中心的な担い手となるということです。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）そうしたら、申し上げ

ます。 

 以前、令和元年と聞いておりますんですが、

以前、同僚議員の一般質問にも同じような質

問がございまして、そこには当時の危機管理

監がこのように答弁されています。「防災の中

心的な担い手となる地域防災リーダーを育成

し、自主防災活動等の推進を図ることが重要

であると認識しており、防災講話などでも啓

発活動を行っているところであります」と答

弁されておりまして、そうだと思います。 

 和歌山県でされている地域防災リーダーで

ございますが、先ほど答弁がありましたよう

に、地域の担い手となるようにしていただけ

るようにお願いしたいと、くれぐれも私そう
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思いますので、そのように役割を果たしてく

ださるようにお願いできたらということで私

も思いますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。特にお聞きするということでは

なくて、ご答弁いただいたことでよろしくお

願いいたします。 

 これで質問を終わります。 

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、14時35分まで休憩いたします。 

（午後２時21分 休憩） 

                     

（午後２時35分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番13、３番 岡本君。 

〔３番（岡本喜好君）登壇〕 

○３番（岡本喜好君）こんにちは。よろしく

お願いいたします。 

 今日は２階に「この世界を柿色で染めたい」

というポスターがずっと貼っているので、私

も柿色に染めさせていただきました。執行部

の方で唯一柿色に染まっているのは、教育長

がここに「はしぼう」バッジをつけられてい

ると。意識高いなということで、ぜひしっか

り世界を柿色に染めていただくよう頑張って

いただきたいと思います。 

 まちを歩いていると、やはり本当に高齢化

率というのが進んでいるなというのを実感い

たしまして、本当にもう、70歳、80歳はいい

んですけど、90代ぐらいのおじいちゃんおば

あちゃんが孫世代の私とかに向かって、本当

にこれからの橋本市をよろしくお願いします

と、もう頭を下げてお願いをされると、本当

に何とかしないかんなと、期待に応えなくち

ゃいけないなという思いである一方、団塊の

世代の方は終身雇用があり、バブルを経験し、

そして手厚い年金がありと。その方たちが産

んだ団塊ジュニア世代が何とか老後を支えて

いくという環境にありながら、私の世代にな

りますと、いわゆるバブルが崩壊し、氷河期

世代となり、非正規雇用が増え、そして年金

がもらえず、そして定年は先送りされ、そし

て介護と子育てが同時に来ると、こういう環

境でございます。 

 この中でどのようにバランスを取って政治

を進めていくのかと。環境にしっかり適応し

ていき、残ったものが強い生物であるという

ことがございまして、ここにどういう軽重を

つけていくのかというのが政治であると思い

ます。 

 さて、５年後、10年後を見据えてどのよう

な事業を進めていくとかいうことを踏まえて

質問させていただきたいと思います。 

 それでは、通告に従い質問させていただき

ます。 

 一つ目、本市の音声認識・自動翻訳サービ

ス導入について。 

 音声認識・自動翻訳サービスは、ＩＣＴ技

術が発展し、機能が向上し、コミュニケーシ

ョンツールとして、自治体、企業及び大学等

でも活用されています。 

 音声を認識させ文字として表示させるコミ

ュニケーション支援機能、テキスト入力支援

機能、文字起こし・議事録作成支援アプリ機

能も搭載され、視聴覚障がい者間コミュニケ

ーション、多言語コミュニケーション、世代

間コミュニケーションと様々な場面での活用

が期待されています。 

 本市における社会環境は、生産年齢人口の

減少と老年人口の増加が見込まれます。また、

外国人の数も、４年前の平成31年に352人が令

和５年末513人と1.5倍に増えています。 

 このような環境に対する有効な住民サービ

スの向上施策として、視覚聴覚バリアフリー、
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多言語バリアフリー、そして世代間バリアフ

リーの三つの情報バリアフリーを実現するた

め、市役所における音声認識・自動翻訳アプ

リ導入を提言いたします。 

 期待される場面の一例として、聴覚障がい

者及び聴覚機能が低下した高齢者対応におけ

る文字起こし・読み上げコミュニケーション

支援機能、移住外国人への窓口対応として市

民課や生活環境課における多言語コミュニケ

ーション機能が有効に機能すると考えられま

す。また、救急搬送時や病院においても同様

の活用方法があると考えられます。 

 本サービスの導入は、少子高齢化を迎える

本市において幅広い場面での利用が考えられ、

住民福祉の向上に貢献すると考えますが、見

解を伺います。 

 二点目、事務事業評価について。 

 事務事業評価は、本市ホームページには「政

策評価、施策評価と併せて、施策を実現する

ための具体的手段として、『目的を達成するた

めの手段として必要であるか』『明確な目標や

成果が定められ実施されているか』『どれだけ

コストが投入されているか』『その結果が適切

に評価され、改善策等の検討がされているか』

を明確にし、評価結果を次年度の計画に反映

させていくための仕組みです」とあります。

限られた予算や職員の事務の効率化を図るた

め、事業の目的や手段をはっきりさせ、より

効果的・効率的な市政運営につなげていくも

のでございます。 

 さて、橋本市の事務事業評価は、令和４年

度で175事業のうち、拡充３、継続161、一部

修正８、休廃止３、令和５年度で165事業のう

ち、拡充１、継続155、一部修正５、縮小１、

事業統合１、休廃止２でした。 

 そこで、伺います。 

 直近２年における96％を超える事業が現状

または一部修正での継続と評価されています。

市の行っている165事業は施策実現の手段と

して100点満点中96点という自己採点評価で

すが、一方で、市民の満足度調査ではまだま

だ点数の低い項目が見受けられ、ギャップを

感じますが、市の見解を伺います。 

 一つ、計画段階で目標を明確に設定できて

いないものはＰＤＣＡは機能いたしません。

具体性に欠けた目標、定量的に評価しづらい

目標、期限が定まっていない目標は、ＰＤＣ

Ａが失敗する原因として考えられます。 

 橋本市の事業評価シートには、成果記載欄

はあるものの、目的を達成するための具体的

数値目標の記載がありません。目標のない成

果に対しては客観的な評価はできないと考え

ます。より効率的な行政運営のためには目標

数値を記入されることが重要と考えますが、

見解を伺います。 

 三点目、96％を超える事業が予算・人員の

変更を伴わない継続事業と評価されているこ

とについて、職員の資料の作成、評価、次年

度予算への反映に要する時間を推察するに、

現在の事業評価シートは作成することが目的

になっており、真に事業評価をするための手

段として有効に機能しているのか疑問に感じ

ますが、事務事業評価についての評価を伺い

ます。 

 四点目、事務事業評価の公表の時期につい

て、本年度の事務事業評価が２月９日にホー

ムページで公表されましたが、次年度予算へ

の反映を目的とするという趣旨、及び評価と

予算反映が適正に行われているかをチェック

する議員の立場からは、公表の時期が遅く適

時性に欠けると考えますが、見解を伺います。 

 五点目、事務事業評価はＰＤＣＡの考え方、

つまり政策の事後検証です。昨今ではＥＢＰ

Ｍ（エビデンス・ベースド・ポリシー・メイ

キング）の考え方、つまり、政策をエピソー

ドに頼るのではなく、政策目的を明確した上
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での合理的根拠に基づいた政策の事前検証が

はやりとなっております。 

 ＥＢＰＭの考え方を取り入れて、より行政

の効率化・高度化を図っていくことについて

の見解を伺います。 

 以上二点、よろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君の質問項

目１、本市の音声認識・自動翻訳サービス導

入に対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）本市の音声

認識・自動翻訳サービス導入についてお答え

します。 

 まず、外国人対応では、令和４年から国の

通訳支援事業を利用し、窓口業務において電

話での翻訳サービスを実施しています。また、

多言語対応音声認識や自動翻訳サービス機能

がある翻訳機を一部導入していますが、それ

ぞれ利用実績は少ない状況です。 

 次に、聴覚障がい者や聴覚機能が低下した

高齢者との窓口でのコミュニケーションにつ

いては、保健福祉センターの開設に合わせ、

センター内の福祉課、いきいき健康課、また、

本庁舎内の保険年金課のそれぞれの窓口にカ

ウンター型磁気ループ補聴システムを設置し

ています。 

 また、筆談などの希望を申し出やすいよう、

耳マークや窓口対応用の筆談ボードを設置す

るとともに、手話ができる職員を福祉課に３

名配置しており、保健福祉センター内あるい

は本庁舎内の各窓口に手話によるコミュニケ

ーションを希望する方が来られた際は、それ

ら職員が窓口に出向き対応するなど、聞こえ

にくい方が利用しやすい窓口を心がけていま

す。 

 また、庁内業務では音声認識サービスと文

字起こしサービスを利用し、音声データから

会議録を作成するなど業務効率化を図ってい

ます。 

 音声認識や自動翻訳サービスの導入拡大に

ついては、今後もその必要性、効率性を踏ま

え検討したいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。 

 必要性、効率性を踏まえ検討したいという

話なんですけれども、今、筆談ボード、そし

てカウンター型磁気ループ補聴システム、こ

れは窓口の職員、また手話される方が個別に

対応されていいと思うんですけども、効率性

ということで考えた場合に、例えば、外国人

にも対応できます、そして耳の遠い方にも聴

覚障がいを持たれる障がい者の方、そして高

齢者で少し難聴になられた方、そういう方に

も全ての方に対応できるものをこの一つの機

器でやれるというのが効率的な話だと思うん

です。 

 効果的な話をされると、もしかしたら手話

の方は手話でできる、聞かれる方はループを

使われるとか、そういう形で個別に自分のコ

ミュニケーションしやすいものでコミュニケ

ーションされるのが効果的だという話なんで

すけども、先日、自主防災大会、市長も出席

されておられました、その横で手話の方と要

約筆記、見せていただきました。 

 あれはなかなかすごい技術で、ある程度、

原稿がある中でも、話し手がお話しされたも

のをその場で要約筆記をされて画面上に映し

出すという、今はいわゆるアナログというか

手動でされて、あれはなかなかすばらしい技

術なんだなと思ったんですけども、しかしな

がら、あれって事前に原稿が要りますよとか、

４名ぐらいでたしか要約筆記を当時されてい

たんですけども、それだけの人をあらかじめ
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予定して配置しなくちゃいけないと、そうい

ったような、段取りが要るというか、コスト

もかかってくるんだと思います。 

 このアプリはＩＣＴ機器が大分発達したが

ゆえに、当然、誤変換等、コミュニケーショ

ンに100％対応できるというものではないん

ですけれども、比較的いろんなソフトが出て

いますので、比較検討されてやっていただけ

たらいいなと思うんですけれども、今後、外

国人が増える、そして高齢者が増えていく、

こういった特性を考えたときに、市長も言わ

れますね、人を増やすと固定費が増えるんだ

と。でも、機械を入れるのであれば、これは

機械の数で調整できるし、固定費って契約料

というのはちょっとかかるかもしれないんで

すけども、言ったらタブレットが１個窓口に

あれば対応できますよという形になりますの

で、これは極めて効率的ではないのかなとい

うふうに考えております。 

 事務事業評価のほうで、外国人が増えるの

で、業務委託も考えて、そういう相談窓口を

つくったら、検討していかなくちゃいけない

というふうな検討案も実はあったんですけど

も、そういうことを全てこの機器一つで抱合

できるというか解決できるものじゃないかと

いうことですので、今後検討しますというこ

とですけれども、政治というのはやっぱり先

を見据えて、それに対してあらかじめ先手を

打っておく、今こういう問題があるからすぐ

解決してくださいよという後手後手の政策で

はなくて、こういう世界が訪れるから先に手

を打っていくんだ、こういったことが大事だ

と思うんですけれども、環境の変化に対して

施策を先手を打って行っていく、こういう必

要があると思いますが、そこについての見解

をよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）やはり多様

性の社会の中でいろいろな事例に対応してい

くということは非常に大切なことだと思いま

すし、その一つのツールにタブレットという

ところも考えていくことも必要かなとも思い

ます。 

 ただ、コミュニケーションの手段に関して

は今後も変化していくものと考えますので、

窓口対応の状況を見ながら、タブレット端末

等の活用については検討していきたいと思っ

ております。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）もう一点、今回、外国

人と高齢者、障がい者の方向けにということ

なんですけども、視覚・聴覚のバリアフリー、

多言語のバリアフリー、そして世代間のバリ

アフリー、こういう三つのバリアフリーとい

うキャッチコピーというか、こういうもので

提言させていただいたんですけれども、これ

というのは内々に見せるものではあるんです

けども、外向きに対して、市役所に来られた

方が、市民窓口に来ました、もしくは高齢化

窓口に来ました、そこにこういうものがぽん

と置いてあって、外国の方が来られていると

きに、当然、英語なりスペイン語なり中国語、

ベトナム語でしゃべられているときに対して、

そこに表示が日本語でぱっと出て、そして、

窓口の方が日本語で答えると、それがまたベ

トナム語とか中国語に翻訳されて対応してい

る、そういう姿を窓口でほかの市民の皆さま

とか、そういう姿を見せることで、もしくは

高齢者の方が困っているところを文字認識で

コミュニケーションを問題なくできている、

そういった姿を見せることがシティプロモー

ションの観点からも実は大事で、こういうこ

とをやっています、こういうことに取り組ん

でいますと、こういうことをまず宣言すると

いうか、やることが非常に大事なんじゃない

かなと私は思っております。 
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 先日、委員会で、岡山県奈義町ですか、文

教厚生委員会で視察させていただきました。

そのときも市長が言われていたのは、まずは

子育て宣言をするまちなんだと宣言しますと。

中身がなくても、取りあえずうちらは子育て

のためにやるんだと、そういう気持ちをまず

宣言しますと。そこに、そういう宣言したま

ちだったらこういうことも必要だろう、こう

いうことも必要だろうというものを集約して

政策に上げていって、実際そういう子育てに

つなげましたというお話がございました。 

 そういう意味では、こういう宣言というよ

うなもので、うちの橋本市は外国人にも住み

やすいまち、高齢者にも住みやすいまち、そ

して、障がいを持たれている方も住みやすい

まちですよとといった形でアピールに使うと。

そういうことに関しての見解を伺いたいと思

います。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）現時点にお

いては、先ほどおっしゃられました視覚・聴

覚バリアフリー、それから、多言語バリアフ

リー、世代間バリアフリーという、こういう

分野においてのシティプロモーションを意識

した宣言的なところというのは考えておりま

せんが、ただ、ＳＤＧｓの観点からはやはり

大切なことだと思います。 

 ですので、高齢者や障がい者、外国人を含

めた住民サービスの向上というのを意識して、

それぞれ必要な取組みを進めてまいりたいと

思っております。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）形はどうであれいいで

すけども、重要なのは今住んでいる、まさに

住んでいる橋本市民の皆さんが、こういうこ

とに、例えば耳が聞こえにくくなったとして

も安心して通える市役所だと。公民館でも十

分行けるとか、地域で住みやすいと、そうい

った環境をつくり出そうとしていることが住

民満足度に必ず上がる、跳ね返ってくること

だと思いますので、形はどういう形でもいい

んですけれども、ぜひ取り組んでいただきた

いと思います。 

 以上で１項目め、質問を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、事

務事業評価に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）事務事業評価につ

いてお答えします。 

 本市の事務事業評価は、平成19年度の試行

実施を含めますと、本年度で17年目を迎えて

いますが、職員アンケートの実施や庁内プレ

ゼンテーションの開催、市ホームページでの

公表など、導入当初より職員の改善モチベー

ションを促すため様々な取組みを行いつつ、

手法につきましても改編を行いながら実施し

てきました。 

 本年度実施しました事務事業評価につきま

しては、昨年度行った全481の予算事業から、

法定受託事務など評価により見直しする余地

が少ない事務事業等を除いた165事業につい

て評価を実施し、１次評価は事務担当課の評

価、２次評価は所属部長による評価、そして

３次評価として市長を本部長とする庁内の行

政改革推進本部会議で最終決定しており、結

果については議員おただしのとおりです。 

 さて、一点目の、市民の満足度調査におい

ては点数が低い項目が見受けられるにもかか

わらず、事務事業評価においては現状どおり

継続などと評価されている事業が大部分を占

めることについての見解ですが、本市の事務

事業評価における「今後の方向性」のコメン

トは、「拡充・重点化」「現状どおり継続」「一

部現状どおり継続」「縮小」「他事業との整理

統合」「休止・廃止の方向で検討」「休廃止」
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の全７種類で区分しており、その中の「現状

どおり継続」は、予算、人員の増減はなく、

また、実施方法の大きな見直しもない事業と

して位置づけられておりますが、例えばチラ

シだけではなくＳＮＳを用いて情報発信を行

うなどの改善を行う場合にも「現状どおり継

続」とした上で、改善事項を評価欄へ追記す

ることで評価を補完し、その部分も含め公表

を行っています。 

 このことから、「現状どおり継続」は見直し

の余地がないものではないと認識しており、

施策における市民満足度の向上に寄与すべき

ものであると考えています。 

 次に、二点目の、事務事業評価シートに目

的を達成するための数値目標がない点につい

てですが、おただしのとおり、現在の事務事

業評価は、各事務事業ごとに成果指標及び活

動指標を設定し、毎年度更新していますが、

現状では過去４年間の増減比較に当年度の事

情を考慮した評価としており、数値目標は設

定していません。 

 評価、成果をはかるものである以上、数値

目標は設定すべきであると考えますが、事務

事業レベルでの目標一つひとつが上位の施策

を評価する上での目標と必ずしも一致しない

ことから、施策評価において目標値を設定し、

評価を実施しています。 

 次に、三点目の、本市の事務事業評価の評

価についてですが、「現状どおり継続」とした

事業でも、コストや指標を管理し改善項目と

併せて示すことで、担当職員が日々の業務を

見直すためのツールとして活用できると考え

ています。 

 一方で、個々の事務事業が政策・施策に直

接結びつくものばかりではないことから、市

民目線で判断した場合、分かりにくいと思わ

れ、その点においては見直しが必要だと考え

ます。 

 このことから、施策評価と事務事業評価を

連動させ、施策評価においては、長期総合計

画のまちの将来像の実現に向けた施策の進捗

状況やその成果、施策を構成する事務事業の

貢献度を評価することとし、事務事業評価に

おいては、指標及びコスト管理を行いつつ、

スクラップを含めた事務改善ツールとして役

割分担を行った上で、職員負担も考慮し実施

していくこととします。 

 次に、四点目の、事務事業評価シートの公

表の時期が遅く適時性に欠けるとのおただし

についてですが、事務事業評価結果の公表は、

例年、当初予算編成後から３月市議会定例会

へ議案を提出するまでに行うこととしており、

本年度は２月９日に市ホームページにて公表

しました。 

 これまでは、予算編成時に事務事業評価結

果と整合性が取れているかを再度チェックし、

予算書の上程時期に合わせ事務事業評価の公

表を行っていたため、11月に評価決定したも

のが２月の公表となっていましたが、決定事

項を速やかに公表することは行政運営の透明

性を図ることにもつながるため、今後、公表

方法を含め検討したいと思います。 

 最後に、五点目の、ＥＢＰＭの考え方を取

り入れて、より行政の効率化・高度化を図っ

ていくことについてですが、ＥＢＰＭ（エビ

デンス・ベースド・ポリシー・メイキング）

は「証拠に基づく政策立案」と訳され、政策

目的を明確化させ、その目的達成のため本当

に効果が上がる政策手段は何かなど、政策手

段と目的の論理的なつながりを明確にする取

組みです。 

 本市でのＥＢＰＭ手法の導入につきまして

は、実際の取組み段階まで事務を落とし込む

には十分な検討が必要だと考えますので、今

後、導入について研究を進めたいと考えます。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問
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ありますか。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）まず、一点目の、住民

満足度とのギャップについてでございます。 

 よりよい住民サービスを達成するため活用

すべき指標として、毎年行われている住民満

足度があると思いますけれども、165事業のう

ち住民満足度を成果指標に挙げている事業が

一つもございません。市は政策・施策事業、

どの段階で住民満足度を向上させようと考え

ておられますか、伺います。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）先ほど議員おっし

ゃった、住民満足度に関する、それを確認す

るためのアンケート調査についてでございま

すが、こちらは長期総合計画に基づく施策と

ひもづけて行っております。 

 事務事業評価の対象事業には、先ほど一つ

もないということでしたが、実際、内部事務

などの市民満足度とは直接関係のない事業も

多くございまして、住民満足度の向上につき

ましては、住民サービスの達成状況を俯瞰で

きる施策のレベルで行うこととしております。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）施策のほうでやります

ということなのであれなんですけども、実際、

事務事業評価そのものの目的は、来年度予算

に向けてより効率的・効果的にやっていきま

すよというたてつけは変わっていないわけな

んですよね。 

 一番下の事業、施策じゃなくて事業で、実

際市民が直接受けるサービス、こちらが「現

状どおり継続」、要は人員も予算も変わらない

中で、いや、今度こういうことやりますよと

いうのがチラシからＳＮＳになりましたとい

うことで住民満足度が上がるんだという話を

されるんですけども、予算、人員を伴わない

要因で住民満足度が上がっていくということ

を考えたら、これどうでしょう、政策は変わ

らないのに住民満足度が上がっていくという

ことは、住民が入れ替わっていくだけという

ことですよね。住民が入れ替わって住民満足

度が上がるのは分かるんです。政策が変わっ

てないんだから住民満足度は上がらないです

よね。 

 これが、要は人員も予算も伴わない形で住

民満足度が上がっていくんだというその根拠

がよく分からないです。今やっているサービ

スがそのまま継続していけば、今年も同じサ

ービス、来年も、ちょっと修正があるかもし

れないですけど同じサービスをして、劇的に

住民サービスが上がるものなんでしょうか。 

 どっちかというと、住民サービスが何とか

維持できているというような形で私は受け止

めるんですけど、その辺の見解について伺い

ます。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。事務的な話でちょっと細かくなるかも

しれないですが、ご容赦ください。 

 まず、先ほど住民満足度ということでした

けども、住民満足度は複数の事務事業が集ま

ってきた施策とリンクさせて実施することと

なっていますので、一つの事務事業が「現状

どおり継続」となっているといって、直接的

に住民満足度の維持とか向上を図るものでは

ないと認識していますが、一方で、それぞれ

の事務事業が施策によい影響を与える、つま

り、壇上答弁でも言わせてもらったとおり、

寄与するべきものだと考えております。 

 このことから、「現状どおり継続」とした事

務事業においても、次年度に向けて全く同じ

取組みを行うとは考えておらず、住民サービ

スの手法は日々変化していることからも、予

算増額や人員の増員を伴わない事務改善は必

要であると考え、「現状どおり継続」としなが
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らも改善が必要な事項については、評価欄に

改善事項を明記してシートを補完しておりま

す。 

 施策評価実施前の事務事業評価単体の評価

では、住民満足度を考えた場合しっくりこな

かったところもありましたので、今後、政策

評価により施策をより実効性のあるものにし

ていきたいと思いますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）施策評価を細分化する

と事務事業評価になりますと。それが、ひと

つ何か施策評価が５個の事務事業から成り立

っていますという話で、そのうち４個を変え

たら残り１個は一緒でも全体として上がりま

すよねという話は分かるんですけど、何か事

務事業評価の「現状どおり継続」というのが、

結構量があればいろいろ相関関係があるので

相乗効果もあるでしょうからいいんですけど、

ほぼほぼ96％は現状どおりですと言っている

んです。 

 だから、施策を細分化したそれぞれの事務

事業評価がほとんど「現状どおり継続」です

よというのに、何で住民満足度が上がるんで

すかという話を私はさせていただいているん

ですけども、細かいところで、積算で変えて

いただくという話なので、そこは今度は施策

評価のほうをしっかり見させていただきまし

て、それが住民満足度にどれだけ寄与してい

るかを見させていただきたいというふうに思

います。 

 次へ行きます。事業評価の改善点が少ない

にもかかわらず住民満足度が低い項目が存在

することは、住民のニーズを十分酌み取り切

れていないと考えますけれども、どのように

お考えでしょうか、見解を伺います。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 事務事業評価は全ての予算事業とひもづい

ておりまして、事務と事業に対する費用対効

果を図る上では有効ですが、事務事業評価は

万能ではなく、事務事業評価のみで住民ニー

ズを確実に捉えるものだとは考えておりませ

ん。このことから、各担当課においては住民

の要望などを聞き、事務事業評価シートで費

用対効果等も考慮に入れながら評価を実施し

ております。 

 また、事務事業評価は改善点が少ないとは

考えておらず、小さい単位の事務事業をもっ

て直接的に住民ニーズを捉えられないといっ

た議論を経て、本市では施策評価を導入し、

また、施策評価の一部としての事務事業評価

として、コスト分析、それから指標分析を行

うことで施策評価を補完するとともに、事業

の縮減を検討する際には事務事業評価シート

を活用できると考えております。 

 しかしながら、議員おただしのとおり、指

標の設定等については多くの見直し等、余地

がありますので、これについては早急に改善

したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）私、12月の一般質問で

ＰＤＣＡサイクルはちゃんと回っていますか

という話をさせていただいたと思うんですけ

れども、施策評価と事務事業評価をしっかり

やっているのでＰＤＣＡサイクルはうまく回

っていますというご答弁を頂いたんです。 

 事務事業評価を見させていただいたら、ほ

とんど現状変わんないよという中で、住民満

足度をどうやって上げはるんやろうという中

で、施策評価をやるんですというお答えです。

事務事業評価はそんなに影響を与えないんで

すという答弁なんです。 

 でも、事務事業評価の目的はしっかり目標
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を持って改善していきましょうということな

んです。何か目的に対してちゃんと結果を出

しているのかなという話なんです。 

 ちなみに、今回、予算組まれて議案提出さ

れています。その予算の反映は事務事業評価

と施策評価によって反映させたものを予算に

計上していますということなんですけども、

事務事業評価は２月９日に出されましたけど、

もう一つの評価である施策評価、これ公表さ

れていますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）施策評価につ

きましては令和３年度から実施しております。

今年度、令和５年度に、基本構想、基本計画、

実施計画という長期総合計画の流れの中で、

実施計画にひもづく施策評価ということで見

直しを行っています。 

 その政策評価につきましても、目標値を設

定しておる中で、公表するにあたって、本来

この数値が正しく目標値と設定されているか

とか、もう少し補完する数値が必要ではない

かとかという目線で見直しをかけておる関係

で、一旦、一部政策評価についても今年は見

直しをしておるという関係で、今現在、公表

に向けて準備をしておりますので、来年度以

降はもう少し早く公表できるというふうに今

考えております。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）予算が出されまして、

我々としては肌感覚で、この予算、何にお金

使うのかなというところなんですけども、市

が、皆さまがやられている事業、これをまず

ご自身というか、市としてまずその事業をど

う評価しているのかを我々は市民の立場で見

て、それが妥当であれば、そうですよね、賛

成しますと。 

 それが、評価の仕方が悪いだとか成果の指

標が悪いだとか、そういうところはこういう

一般質問等でただしていくという形なんです

けれども、予算に反映させる事務事業評価、

そして施策評価。事務事業評価はあまり連動

しないので、目標も出していないし評価も出

しません、施策評価でやりますという、その

施策評価はまだ公表していませんという中で

今回の予算を審議していくというのは、なか

なか責任感が伴うなということで、改めて気

も引き締める思いでございます。 

 次へ行かせていただきます。 

 コスト分析ということで、来年度に反映は

しないということでコスト分析を市としてや

っていきたいということなんですけども、今、

事務事業評価で公表されているものは、本市

のコスト分析や事業費、人件費のトータルコ

ストと人口で割った一人当たりコストの記載

がございます。165事業全てが機械的にこの数

式で表記されており、予算が決まれば自動的

に一人当たりコストが算出される関数の関係

になっております。 

 資料をお願いいたします。 

 経年変化の話と他市との比較という意味で、

別にいいとか悪いとかじゃないんです、こう

いう現状ですというのをまず知っていただき

たいという思いからやらせていただきます。 

 橋本市の事務事業評価なんですけども、令

和４年度の評価、これ去年公表された評価で

ございます。円グラフにさせていただいた、

大きい緑が現状ですよと。柿色が拡充という

形で、こういうイメージでございます。 

 今年でございます。拡充が１、現状継続が

155と、こういう形でございます。 

 大阪府豊中市、ホームページで公表されて

いる分で、これグラフ的には同じように見え

るんですけども、事業数で見ていただくと、

拡充が48とかなんです。パーセンテージ的に

は橋本市と変わらないんですけども、橋本市

は拡充１、そして、豊中市は拡充48。こうい
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った数字を挙げられています。 

 次、兵庫県西宮市です。事業数も多いんで

すけど、拡充47ですか。１割ぐらいを拡充だ

とか見直しだとか、そういうような感じで事

務事業評価を実際されております。 

 令和４年もこんな感じです。 

 市によって特性があるのかなということな

んですけども、事務事業評価の目的を考えた

ときに、今やっている事業を拡充するのか現

状維持するのか縮小するのか、それに対して

どういう結果を引き出したかということを鑑

みたときに、西宮市とかは10％ぐらいの変動

がありますよ、橋本市についてはこういう、

１％程度の効果ですよと。 

 これはいいとか悪いとかじゃなくて、今こ

ういう数字ですと。これを見たときに、事務

事業評価の本来の目的は何でしたかとなった

ときに、事業をスリム化することですよとか

拡充することですよとなったときに、全事業

の１％しか影響を与えないようなことの、こ

とのためと言ったら悪いね、評価するのに、

結果としてそういう評価になってしまった、

もうそぎ落としたのをそぎ落したからこうな

ったんだという、それはそれで僕はいいと思

うんですけども、このことについてどうお考

えでしょうか。 

 要は、これだけの資料を頑張って作って、

結果、拡充したのは地域おこし協力隊の１件

を拡充しますと。減らすのは林間田園都市駅

の自転車のところを無人化しますというとこ

ろと憩いの家ですか、の２件しかないと。そ

のうち１件は、土地を返すからもう事業を閉

鎖しますよと。もう事務事業評価と関係ない

ところでものが決まっている。 

 ということは、ほぼほぼ拡充１件、そして

減らすの１件しかないわけです。これだけの

ためにこれだけのコスト、職員の労力を使っ

てやる、このことについての見解を伺います。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 先ほど西宮市ですとか他市の状況の評価を

見せていただきまして、本市の状況を比べる

と、決して事務事業評価が機能しているかど

うかと言われれば難しい状況かなというふう

に考えているのは現状です。見解です。 

 過去ちょっと事務事業評価に関して調べて

みたところ、本市のほうでちょうど10年前、

平成27年度の事務事業評価でいいますと、全

部で評価したものが192事業あるうち、現状ど

おり継続というのが49事業、拡充というのが

17事業、人員増が１事業、等々、パーセンテ

ージは出していないですが、今の状況を見る

と、西宮市に近かったのかなという状況は考

えられました。 

 その状況を令和５年度に置き換えますと、

ご指摘いただいているとおり、機能している

のかどうか、ほんま１個の事務の予算増のた

めにどうなのかということに関しましては、

事務事業評価がルーティンワーク化してきて、

ほんまに評価しているかどうかというところ

について、ちょっと拡充とか改善していかな

あかん部分というのはあるというふうには考

えております。 

 そういう意味で、政策評価というものが始

まりましたし、プラスして事務事業評価をさ

らに深化して両輪でやっていくというのは、

かなり事務負担の件もありますので、その辺

はちょっと勉強させていただいて実施したい

と思いますので、ご理解のほどよろしくお願

いします。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）答弁的にいうと、今の

事務事業評価は、やることはやったので、や

り続けた結果、今のこの最近の事務事業評価

はちょっと結果にコミットできていないとい
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う、スリム化するとかということで、これか

ら施策評価のほうへ移れば、またこれはどう

なんですか、同じような現象が起きていくの

かなと思うんですけど、これ施策評価でやる

ことで、評価に対する見直し、事業に対する

見直し、住民満足度に対する効果、これは上

がる、結果にコミットできると思っています

か、お願いします。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 施策評価につきましては、今までやってき

た事務事業評価、全ての事業と、併せて、に

ひもづけした事務事業評価を踏まえて、今後、

長期総合計画にひもづいた施策というのを、

住民満足度にコミットして、しっかりやって

いけるものだと考えております。 

 あとはそのやり方と職員の意気込みのとこ

ろだと思いますので、こちらはしっかりと今

後、施策にコミットできるようにやっていき

たいと思いますので、ご理解よろしくお願い

します。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）コスト分析という答弁

もございました。 

 スライドをお願いいたします。 

 これ個別の事業を出させていただいて、非

常に申し訳なくて、この事業自体を僕はどう

こう言うてるわけじゃなくて、コスト分析を

できているかできていないかという観点から

ちょっと見ていただきたいと思います。 

 地域介護力向上事業、介護技術講習会、２

時間を５回で、令和４年度で17名の方が参加

されて、５回なので、欠もあり、延べで57名

の方が参加されたと伺っております。 

 トータルコストが147万8,000円。これ受講

者、これ人数の６万５人か何かで割っている

ので、一人当たりは25円とか何かそんな安い

んですけども、これ17名で割ると一人当たり

８万6,000円かかっているんです、８万6,400

円。１時間当たりにすると１万2,964円かかっ

ているというコストなんです。 

 これ私ちょっと調べたんですけども、例え

ば大手の介護初任者研修ですか、昔でいうヘ

ルパー２級ですか、こちらのほうの免許を取

るのに定価で８万8,000円の経費でそういっ

た免許が取れると。そして、今なら何とキャ

ンペーンで４万円ということで、そして、さ

らにそのままそこで仕事をすればもっと安く

しますみたいな、そういう中で、我々として、

市としてこの介護力向上事業にこれだけのコ

ストを割いているということなんですけども、

コスト分析をされているという答弁だったん

ですけども、これを見て、コスト分析どうで

しょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 介護技術講習会につきましては、在宅で寝

たきりとか身体機能の低下されたご家族が、

そのご家族を介護、支えているという方に対

して行うものであります。 

 介護の方法というのがやはり高度で、悩ん

でいる方もいらっしゃるということで、この

介護技術講習会では講話・実技を通して介護

の仕方を学ぶということで、これには新任保

健師など若手の職員が初めて主担当としてそ

の事業に対応するケースが多く、職員が自分

なりに工夫もしながら、また、業者とも打合

せをしながら取り組むことで、教室の内容と

か進め方、そういった様々なものを学びなが

ら計画を立て実践するということで、職員の

従事時間も多くなる傾向にあります。 

 こういったことでコストが高くなるんです

けれども、保健師等につきましては、地域住

民との顔の見える関係を築き、地域に根づい
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た保健活動を行うことがもともとの重要な役

割でありますので、参加者と顔を合わせて関

係を築き、この事業が若手保健師にとって今

後の公務員生活の財産になるということで、

今後、家族の介護が必要になる可能性のある

方、そういったことの、もし直面したとき、

その参加者もそうですし、また、参加した職

員にもいろんな技術を伝承していけるという

ところで有益になることと思っております。 

 不用意に職員がこの事業に時間を費やすと

いうつもりはありませんけれども、そのとき

のコストパフォーマンスよりも、職員が自ら

学び、今後、市民へのそういった保健普及活

動としての先行投資ということで我々は理解

しているところでございますので、よろしく

お願いします。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

コスト分析の話から聞いただけなので、特に

この事業については僕、非常に実は大事なこ

とだと思って、担当の窓口の方とお話しさせ

ていただいて、これ実はなかなかいいことを

やっているなと思ったんです。 

 これ入庁１年目の職員が、まさにカウンタ

ーのこっち側じゃなくてカウンターの向こう

側に出て、ご相談に来られた方の親身になっ

て、実際の介護のきつさとかそういう悩みだ

とかを聞いて、話を聞いて顔を見知って、そ

して、市民のためにサービスはどうやったら

いいんだろうと考える、その契機になるのは

すごくいい事業だと実は僕は思ったんです。 

 コストパフォーマンスは悪いですよ。でも、

そこのコンテンツをよくするのは担当の職員

でいいんです。でも、その上にいる人間がコ

スト分析を考えたときに、17人だと少ないか

ら、コストパフォーマンスが悪いから、もう

ちょっと、何人集めて、コスト、一人当たり

単価を安くなるようなというか、そんだけ住

民の方々に効果があるような事業にしていか

ないかんよねと考えて、じゃ集客どうしたら

いいんだ、困っている人いないか、本当に地

域に声かけて、こういう事業ありますけどど

うですか、来ませんかというふうなことをし

ていく、それが上司の仕事だと思うんです。 

 いっぱいのお客さんが来て、それに対して

講義・講話をして、それに関わって顔見知り

になって、今後いつでも市役所に相談して、

あの人、担当の誰々さんいるわ、あの人偉く

なって、だんだん課長、部長になっていった

よとなっていくのが一番よくて、そこに入庁

１年目の職員が、まさに市民のために働いて

いる、やりがいがあるというふうなことも考

えると、安いコストだと思うんです。そんだ

けのものにつくり上げてあげれるかというの

は、まさに上司の腹というか、にあると思う

んです。 

 だから、そこまで考えてこの事務事業評価

というものを一個一個、市長とかは３次評価

は忙しいから、多分、一言一句、見られてい

るとは思うんですけど、あれですけど、本当

に担当部長とか担当課長は一職員の顔が見え

るところまで考えた、そういう評価をして、

例えば私がコスト悪いよと言って、先ほどご

答弁いただきましたけど、いや、こういう効

果があってこんな大事なのでぜひやりたいと

いうような答弁を頂けたら、本当に僕はよく

やっていただいているなというふうに思いま

すので、ぜひコスト面からも市民の皆さまの

理解が得られるような事業に育てていってい

ただきたいなというふうに思います。 

 では、次へ行かせていただきます。 

 ２問目なんですけども、目標値を設定して

いないということなんですけども、この事務

事業評価を見て困ったんです。もう簡単に言

うと、市民まつり事業、これも個別の事業を

出して申し訳ないんですけども、令和元年で
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す、去年のは出てないので。 

 なんですけど、令和元年、例えばサマーボ

ールは５万人来ましたと。この５万人をどう

評価するのかという話なんです。これを８万

人来れば成功だと言って５万人だったら評価

は悪いですよね。でも、３万人しか来えへん

と言っていたのが、予測していたのが、５万

人来たらええわけなんです。 

 我々はこの事務事業が公表されたのを見た

ときに、５万人来ました、で、どうなのとい

うことになるわけです。市は何人来てほしい

のか、もしくは経済効果いくらを目標にして

いるのかというのがないと、結局それを来年

にどうつなげていくんですかという話なんで

す。 

 ８万人来ると思っていたら５万人しか来な

かったから、予算を大きくしてもっと大きく

するのか、３万人しか来ることを想定してい

なくて、にっちもさっちも市内交通が止まっ

ちゃったから、３万人しか来てほしくないか

ら予算を縮減して取り組みますよというふう

に持っていくためには、明確な目標というの

がどうしても大事になってくる。 

 もしくは、事後の評価でもいいんです。５

万人来たことをどう評価するのかということ

が極めて大事なんだと思うんですけども、目

標に対する成果と成果に対する評価を入れる

ことについて、その必要性を感じるんですけ

ども、改めて見解をお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）ご質問にお答えし

ます。 

 目標に対する成果というか、目標値を設定

することに関しましては必要なことだという

ふうに考えております。ただ、事務事業評価

において、現在は、確かに成果指標としては

上がっておるんですが、目標値は設定してい

ないという状況になっております。 

 施策評価も始まっておりますし、その施策

評価の中では、ちょっとまだ公表していなく

て申し訳ないんですが、目標値を設定しまし

て対応していこうとしておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）岡本議員の質問にお答

えします。 

 実は私も、事務事業評価とか、これちょっ

と量が多過ぎるし、非常に、ずっとこれ見と

るけど、実はこれでいいのかなという思いも

ありまして、来年度からちょっともう一度、

政策と相談をしながら、この評価の仕方とい

うのをまず考えていきたいと。目標もないと

いうのもおかしいので、その辺のことも。確

かに目標を設定できにくい事業もあることは

あります。 

 今年、予算の組み方を変えまして、実は政

策企画課というのも財政と一緒にカットばっ

かりしとったんです。これからは市の政策を

企画がちゃんと、もうちょっとやれよという

ことで、企画がずっとその政策の、各部の政

策の支援をするというふうな形に、ちょっと

予算の組み方も変えさせています。 

 今までやったらカットカットばっかりやっ

たんですけど、もっとこれからは重点的にや

らなあかんところに予算を配分せいよという

ことでやっています。 

 今回の予算にも、各部からどうしてもこれ

はつけてほしいというような予算を各部長が

責任を持って上程してきますので、また予算

書等を見ていただいたらいいんですけども、

そういうやり方に今変えていく準備をさせて

います。 

 職員が気の毒で。こんな分厚いものを僕の

ところへ持ってきて、これを俺に見れと言う

んかという話もしたことがあるので、ちょっ

と若干、そういう面では見直していくように
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考えていますので、またアドバイスがあれば

お聞きしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）あと公表の時期につい

て、最後、質問させていただきます。 

 重要な事業、拡大・廃止を検討される事業

を優先に評価をして、選定した事業から五月

雨式もしくは四半期ごとに公表すべきと考え

ますが、見解をお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）答弁は次回にお願いし

ます。 

 ３番 岡本君の一般質問は終わりました。 

                     

○議長（森下伸吾君）お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめ延会し、

明３月６日午前９時30分から会議を開くこと

にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

（午後３時37分 延会） 
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